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○府中市福祉のまちづくり条例施行規則 

平成９年３月１０日 

規則第１号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、府中市福祉のまちづくり条例（平成８年６月府中

市条例第１９号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項

を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、条例の例による。 

（車両等） 

第２条の２ 条例第２条第３号に規定する規則で定める車両等は、別表

第１に定める車両等とする。 

（平２１規則３６・追加） 

（都市施設） 

第３条 条例第２条第３号に規定する規則で定める都市施設は、別表第

２の都市施設の欄に定める施設とする。 

（平２１規則３６・全改） 

（整備基準） 

第４条 条例第２条第４号の規則で定める事項は、次の表の左欄に掲げ

る区分に応じ、それぞれ同表の都市施設の欄に掲げるものとし、条例

第１１条の２第１項の整備基準のうち特に守るべき基準として規則で

定めるもの（以下「遵守基準」という。）は、同表の左欄に掲げる区

分に応じ、それぞれ同表の特定都市施設の欄に掲げるものとする。 

区分 都市施設 特定都市施設 

建築物（共同住宅等を別表第３に定める事項 別表第５に定める事項 
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除く。） 

建築物（共同住宅等） 別表第４に定める事項 別表第６に定める事項 

小規模建築物 別表第３に定める事項 別表第７に定める事項 

道路 別表第８に定める事項 別表第８に定める事項 

公園 別表第９に定める事項 別表第９に定める事項 

公共交通施設 別表第１０に定める事項 別表第１０に定める事

項 

路外駐車場 別表第１１に定める事項 別表第１１に定める事

項 

２ 整備基準は、別表第２の１建築物の部及び２小規摸建築物の部に定

める都市施設においては、不特定若しくは多数の者が利用し、又は主

として高齢者、障害者等が利用する部分について適用し、同表の３道

路の部から６路外駐車場の部までに定める都市施設においては、不特

定かつ多数の者が利用する部分について適用する。 

３ 別表第２の１建築物の部及び２小規模建築物の部に定める特定都市

施設を改修する場合においては、遵守基準は、次に掲げる部分（第２

号、第４号又は第６号に掲げる経路が２以上ある場合にあっては、い

ずれか１の経路に係る部分）に限り適用する。 

（1） 当該改修に係る部分 

（2） 道又は公園、広場その他の空地（以下「道等」という。）から

前号に掲げる部分にある不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし

て高齢者、障害者等が利用する居室（以下この条において「利用居

室」という。）、共同住宅等の各住戸又はホテル若しくは旅館（風

俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律

第１２２号）第２条第６項第４号に規定する営業の用に供する施設
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及び旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２条第３項に規定す

る簡易宿所営業の施設を除く。別表第３の１０の項(3)、別表第５の

５の項(3)、同表６の項(2)、同表７の項及び同表１０の項(3)におい

て同じ。）における車椅子使用者が円滑に利用できる客室（以下「車

椅子使用者用客室」という。）以外の各客室（以下「一般客室」と

いう。）までの経路（当該利用居室が観覧席又は客席である場合に

あっては、当該観覧席又は客席の出入口と車椅子の転回に支障がな

いことその他の車椅子使用者が円滑に利用することができるものと

して、別表第５の１１の項(1)イに掲げる基準に適合する場所（以下

「車椅子使用者用部分」という。）との間の経路（以下「車椅子使

用者用経路」という。）を含む。）を構成する出入口、廊下（これ

に類するものを含む。以下「廊下等」という。）、階段、傾斜路、

エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 

（3） 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等

が利用する便所 

（4） 第１号に掲げる部分にある利用居室（当該改修に係る部分に利

用居室が設けられていないときは、道等）から車椅子を使用してい

る者（以下「車椅子使用者」という。）が円滑に利用することがで

きる便房（前号に掲げる便所に設けられるものに限る。以下「車椅

子使用者用便房」という。）までの経路（当該利用居室が観覧席又

は客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。）を構

成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降

機及び敷地内の通路 

（5） 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等

が利用する駐車場 



府中市福祉のまちづくり条例施行規則 

4/198 

（6） 前号に掲げる駐車場に設けられる車椅子使用者が円滑に利用す

ることができる駐車施設（以下「車椅子使用者用駐車施設」という。）

から第１号に掲げる部分にある利用居室（当該改修に係る部分に利

用居室が設けられていないときは、道等）又は一般客室までの経路

（当該利用居室が観覧席又は客席である場合にあっては、車椅子使

用者用経路を含む。）を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、

エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 

４ 別表第２の１建築物の部及び２小規模建築物の部の都市施設のうち、

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年

法律第９１号）第２条第１９号に定める特別特定建築物（高齢者、障

害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成１８年政令

第３７９号）第５条第１号に定める公立小学校等を除く。）その他こ

れらに類する施設でない施設においては、前項並びに別表第５及び別

表第７中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害

者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。 

５ 別表第３から別表第１１までの規定にかかわらず、整備基準に適合

させるための措置と同等以上に高齢者や障害者を含めた全ての人が円

滑に利用できると市長が認める場合又は地形若しくは敷地の形状、建

築物の構造その他やむを得ない事情により整備基準による整備が困難

であると市長が認める場合は、これによらないことができる。 

（平２１規則３６・全改、令元規則１６・令４規則２１・一部

改正） 

（特定都市施設） 

第５条 条例第１１条の２第１項の特定都市施設は、別表第２の都市施

設の欄に掲げる施設のうち、特定都市施設の欄に定める規模の施設と
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する。ただし、同表の１建築物の部及び２小規模建築物の部に定める

都市施設においては、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第３

条第１項に規定する建築物及び文化財保護法（昭和２５年法律第２１

４号）第１４３条第１項又は第２項の伝統的建造物群保存地区内にお

ける同法第２条第１項第６号の伝統的建造物群を構成している建築物

を除く。 

（平２１規則３６・全改） 

（整備基準適合証の交付等） 

第６条 条例第１１条第１項に規定する福祉のまちづくり整備基準適合

証（第１号様式。以下「適合証」という。）の交付の請求は、整備基

準適合証交付請求書（第２号様式）に当該都市施設が整備基準に適合

していることを明らかにする書類及び図書を添付して行わなければな

らない。 

２ 適合証の交付は、整備基準適合証交付決定通知書（第２号様式の２）

により行うものとする。 

３ 市長は、適合証の交付の請求があった場合において、不交付の決定

をしたときは、請求者に、整備基準適合証不交付決定通知書（第２号

様式の３）により、理由を付して通知するものとする。 

４ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、適合証の交付を受

けた者から適合証を返還させることができる。 

（1） 虚偽の申請その他不正の事実が判明したとき。 

（2） 交付の対象となった都市施設が、改修等により整備基準に適合

しなくなったとき。 

（3） 前２号に掲げる場合のほか、返還させることが適当であると認

めるとき。 
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（平１３規則３５・平２１規則３６・一部改正） 

（特定都市施設の新設等の届出） 

第７条 条例第１２条第１項及び第２項の規定による届出は、特定都市

施設の新設若しくは改修又は届出内容変更後の工事に着手する日の３

０日前までに、特定都市施設整備（変更）届出書（第３号様式。以下

「届出書」という。）を提出して行わなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、別表第２に掲げる特定都市施設のうち、

３道路の部に規定する施設は、届出書の提出を必要としない。 

３ 届出書には、次の各号に掲げる書類及び図書を添付しなければなら

ない。 

（1） 整備基準適合項目一覧表（第４号様式から第９号様式までのう

ち該当するもの） 

（2） 案内図 

（3） 配置図及び土地利用計画図 

（4） 各階平面図（特定都市施設に係る階に限る。） 

（5） 立面図（２方向以上のもの） 

（6） その他市長が必要と認める図書 

４ 市長は、第１項に規定する届出書及び前項に規定する関係書類等が

提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、特定都

市施設整備（変更）届出済通知書（第１０号様式）により通知する。 

（平２１規則３６・一部改正） 

（軽微な変更） 

第８条 条例第１２条第２項の規則で定める軽微な変更は、特定都市施

設の新設又は改修に係る変更のうち、整備基準の適用の変更を伴わな

いもの及び工事着手予定期日又は工事完了予定期日に係る変更とする。 
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（平２１規則３６・旧第９条繰上・一部改正） 

（工事完了届等） 

第９条 条例第１４条第１項に規定する届出は、特定都市施設整備完了

届出書（第１１号様式）を提出して行わなければならない。 

２ 条例第１４条第３項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書（第

１２号様式）とする。 

（平２１規則３６・旧第１０条繰上・一部改正） 

（適合状況の報告） 

第１０条 条例第１５条の報告は、特定都市施設適合状況報告書（第１

２号様式の２）により行わなければならない。 

２ 特定都市施設適合状況報告書には、次の各号に掲げる書類及び図書

を添付しなければならない。 

（1） 整備基準適合項目一覧表（第４号様式から第９号様式までのう

ち該当するもの） 

（2） 案内図 

（3） 配置図及び土地利用計画図 

（4） 各階平面図（特定都市施設に係る階に限る。） 

（5） 立面図（２方向以上のもの） 

（6） その他市長が必要と認める図書 

（平２１規則３６・追加） 

（勧告） 

第１１条 条例第１６条第１項に規定する勧告は、特定都市施設の新設

又は改修に伴う届出に係る勧告書（第１３号様式）により行うものと

する。 

２ 条例第１６条第２項に規定する勧告は、特定都市施設における整備
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基準の遵守違反等に伴う是正に係る勧告書（第１４号様式）により行

うものとする。 

（平２１規則３６・一部改正） 

（公表） 

第１２条 条例第１７条第１項に規定する公表は、市庁舎における掲示

その他広く市民に周知する方法により行うものとする。 

２ 前項の規定により公表する事項は、次の各号に掲げる事項とする。 

（1） 勧告を受けた者の氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏

名） 

（2） 勧告を受けた者の住所（法人にあっては、主たる事務所の所在

地） 

（3） 勧告の内容 

（4） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（意見陳述の機会の付与） 

第１３条 条例第１７条第２項に規定する意見を述べ、証拠を提示する

機会（以下「意見陳述の機会」という。）におけるその方法は、市長

が口頭で行うことを認めた場合を除き、意見及び証拠を記載した書面

（以下「意見書」という。）を提出して行うものとする。 

２ 市長は、第１１条第１項又は第２項の規定による勧告を受けた者に

対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限（口頭による

意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時）までに相当の期間

をおいて、当該勧告を受けた者に対し、次の各号に掲げる事項を書面

により通知するものとする。 

（1） 公表しようとする内容 

（2） 公表の根拠となる条例等の条項 
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（3） 公表の原因となる事実 

（4） 意見書の提出先及び提出期限（口頭による意見陳述の機会の付

与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所） 

３ 前項の通知を受けた者（以下「当事者」という。）又はその代理人

は、やむを得ない事情のある場合には、市長に対し、意見書の提出期

限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることがで

きる。 

４ 市長は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限

を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。 

５ 市長は、当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事

者又はその代理人の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。 

６ 当事者の代理人は、その代理権を証する書面を、意見書の提出期限

又は出頭すべき日時までに市長に提出しなければならない。 

７ 市長は、当事者又はその代理人が正当な理由なく意見書の提出期限

内に意見書を提出せず、又は口頭による意見陳述をしなかったときは、

条例第１７条第１項の規定による公表をすることができる。 

（審議会の構成） 

第１４条 条例第８条に規定する福祉のまちづくり推進審議会（以下「審

議会」という。）は、市民、事業者、高齢者団体及び障害者団体の関

係者並びに学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する委員１５

名以内をもって組織する。 

（委員の任期） 

第１５条 委員の任期は２年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期

間とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 前条の規定により委嘱された委員は、委員が委嘱されたときの要件
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を欠くに至ったときは、その委員としての資格を失うものとする。 

（審議会の運営） 

第１６条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選による。 

３ 会長は、審議会を代表し、その会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けた

ときは、その職務を代行する。 

（審議会の招集） 

第１７条 審議会は、市長の諮問に応じて会長が招集する。 

（審議会の会議） 

第１８条 審議会は、委員総数の半数以上の委員が出席しなければ会議

を開くことができない。 

２ 審議会は必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、又は説

明若しくは意見を聴くことができる。 

（専門部会） 

第１８条の２ 条例第８条第４項に規定する専門部会は、市長が委員の

うちから選任する者及び委員以外から選任する者をもって組織する。 

２ 専門部会は、次の各号に掲げる者につき、当該各号に定める人数の

範囲内の専門委員をもって組織する。 

（1） 市長が委員のうちから選任する者 ６名 

（2） 市長が委員以外から選任する者 ２名 

（平２１規則３６・追加） 

（審議会の庶務） 

第１９条 審議会の庶務は、福祉保健部において処理する。 

（平１４規則１０・一部改正） 
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（雑則） 

第２０条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定め

る。 

付 則 

この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

付 則（平成１１年３月２４日規則第７号） 

この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 

付 則（平成１２年１２月２８日規則第５８号） 

この規則は、平成１３年１月６日から施行する。 

付 則（平成１３年６月１日規則第２６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成１３年９月２８日規則第３５号） 

この規則は、平成１３年１０月１日から施行する。 

付 則（平成１４年３月２８日規則第１０号） 

この規則は、平成１４年４月１日から施行する。 

付 則（平成１８年１１月１６日規則第５４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２１年９月２９日規則第３６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２１年１０月１日（以下「施行日」という。）か

ら施行する。 

（経過措置） 

２ 施行日から起算して３０日を経過する日以前に新設又は改修の工事

に着手した、府中市福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例（平

成２１年府中市条例第２０号。以下「改正条例」という。）による改
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正前の府中市福祉のまちづくり条例（平成８年府中市条例第１９号。

以下「旧条例」という。）第２条第４号に規定する都市施設等であっ

て、改正条例による改正後の府中市福祉のまちづくり条例（以下「新

条例」という。）第２条第３号に規定する都市施設に該当するものに

係る適合証の交付については、当該施設の完成の日から起算して６０

日以内に交付の申請があった場合において勘案する整備基準及び適合

証は、この規則による改正前の府中市福祉のまちづくり条例施行規則

（以下「旧規則」という。）に定める整備基準及び適合証とする。た

だし、この規則による改正後の府中市福祉のまちづくり条例施行規則

の規定による適合証の交付を妨げない。 

３ 新条例第１６条第２項に規定する勧告において勘案する整備基準は、

施行日前に旧規則第７条の届出があった特定施設であって、新条例第

１１条の２第１項に規定する特定都市施設に該当するものについては、

旧規則に定める整備基準とする。 

４ この規則の施行の際、旧規則に規定する第２号様式、第２号の２様

式、第２号の３様式、第３号様式、第１０号様式から第１３号様式ま

でによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用す

ることができる。 

付 則（平成３１年４月１１日規則第１９号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 施行日から起算して３０日を経過する日以前に新設又は改修の工事

に着手した府中市福祉のまちづくり条例（平成８年６月府中市条例第

１９号。以下「条例」という。）第２条第３号に規定する都市施設に
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係る条例第１１条第１項に規定する整備基準適合証の交付については、

当該施設の完成の日から起算して６０日以内に交付の申請があった場

合には、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、

新規則の規定による適合証の交付を妨げない。 

３ 条例第１６条第２項に規定する勧告において勘案する整備基準は、

施行日前にこの規則による改正前の府中市福祉のまちづくり条例施行

規則（以下「旧規則」という。）第７条の届出があった条例第１１条

の２第１項に規定する特定都市施設については、旧規則に定める整備

基準とする。 

４ この規則の施行の際、旧規則に規定する第４号様式、第５号様式及

び第７号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、

なお使用することができる。 

付 則（令和元年９月６日規則第１６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 施行日から起算して３０日を経過する日以前に新設又は改修の工事

に着手した府中市福祉のまちづくり条例（平成８年６月府中市条例第

１９号。以下「条例」という。）第２条第３号に規定する都市施設に

係る条例第１１条第１項に規定する整備基準適合証の交付については、

当該施設の完成の日から起算して６０日以内に交付の申請があった場

合には、この規則による改正後の府中市福祉のまちづくり条例施行規

則（以下「新規則」という。）の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。ただし、新規則の規定による適合証の交付を妨げない。 

３ 条例第１６条第２項に規定する勧告において勘案する整備基準は、



府中市福祉のまちづくり条例施行規則 

14/198 

施行日前にこの規則による改正前の府中市福祉のまちづくり条例施行

規則（以下「旧規則」という。）第７条の届出があった条例第１１条

の２第１項に規定する特定都市施設については、旧規則に定める整備

基準とする。 

４ この規則の施行の際、旧規則に規定する第４号様式及び第８号様式

による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用する

ことができる。 

付 則（令和４年３月２９日規則第２１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日（以下「施行日」という。）から施

行する。 

（経過措置） 

２ 施行日から起算して３０日を経過する日以前に新設又は改修の工事

に着手した府中市福祉のまちづくり条例（平成８年６月府中市条例第

１９号。以下「条例」という。）第２条第３号に規定する都市施設に

係る条例第１１条第１項に規定する整備基準適合証の交付については、

当該施設の完成の日から起算して６０日以内に交付の申請があった場

合には、この規則による改正後の府中市福祉のまちづくり条例施行規

則（以下「新規則」という。）の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。ただし、新規則の規定による適合証の交付を妨げない。 

３ 条例第１６条第２項に規定する勧告において勘案する整備基準は、

施行日前にこの規則による改正前の府中市福祉のまちづくり条例施行

規則（以下「旧規則」という。）第７条の届出があった条例第１１条

の２第１項に規定する特定都市施設については、旧規則に定める整備

基準とする。 
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４ この規則の施行の際、旧規則に規定する第２号様式、第３号様式か

ら第１１号様式まで及び第１２号様式の２による用紙で現に残存する

ものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

付 則（令和５年９月２９日規則第５４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年１０月１日（以下「施行日」という。）から

施行する。 

（経過措置） 

２ 施行日から起算して３０日を経過する日以前に新設又は改修の工事

に着手した府中市福祉のまちづくり条例（平成８年６月府中市条例第

１９号。以下「条例」という。）第２条第３号に規定する都市施設に

係る条例第１１条第１項に規定する整備基準適合証（以下この項にお

いて「適合証」という。）の交付については、当該施設の完成の日か

ら起算して６０日以内に交付の申請があった場合には、この規則によ

る改正後の府中市福祉のまちづくり条例施行規則（以下「新規則」と

いう。）の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、新規則

の規定による適合証の交付を妨げない。 

３ 条例第１６条第２項の規定による勧告において勘案する整備基準は、

施行日前にこの規則による改正前の府中市福祉のまちづくり条例施行

規則（以下「旧規則」という。）第７条の届出があった条例第１１条

の２第１項に規定する特定都市施設については、旧規則に定める整備

基準とする。 

４ この規則の施行の際、旧規則に規定する第４号様式及び第８号様式

による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用する

ことができる。 
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   付 則（令和７年１２月２６日規則第８７号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 施行日から起算して３０日を経過する日以前に新設又は改修の工事

に着手した府中市福祉のまちづくり条例（平成８年６月府中市条例第

１９号。以下「条例」という。）第２条第３号に規定する都市施設に

係る条例第１１条第１項に規定する整備基準適合証の交付については、

当該施設の完成の日から起算して６０日以内に交付の申請があった場

合には、この規則による改正後の府中市福祉のまちづくり条例施行規

則の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、同規則の規定

による適合証の交付を妨げない。 

３ 条例第１６条第２項に規定する勧告において勘案する整備基準は、

施行日前にこの規則による改正前の府中市福祉のまちづくり条例施行

規則第７条の届出があった条例第１１条の２第１項に規定する特定都

市施設については、同規則に定める整備基準とする。 

別表第１（第２条の２） 

（平２１規則３６・全改） 

区分 車両等 

鉄道等 １ 鉄道に関する技術上の基準を定める省令（平成１３年

国土交通省令第１５１号）第２条第１２号に規定する旅

客車 

２ 軌道法施行規則（大正１２年／内務／鉄道／省令）第

９条第１項第１７号（ロ）に規定する客車 

自動車 １ 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１
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号イの一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車 

２ タクシー業務適正化特別措置法（昭和４５年法律第７

５号）第２条第１項に規定するタクシー 

船舶 海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）第２条第５項

に規定する一般旅客定期航路事業の用に供する旅客船 

航空機 航空法（昭和２７年法律第２３１号）第２条第１９項に

規定する国際航空運送事業及び同条第２０項に規定する国

内定期航空運送事業の用に供する航空機のうち旅客の運送

の用に供する飛行機 

別表第２（第３条、第５条） 

（平２１規則３６・全改、令４規則２１・一部改正） 

１ 建築物 

区分 都市施設 特定都市施設 

１ 学校等施

設 

（１） 学校（学校教育法（昭和

２２年法律第２６号）に基づく

もの） 

（２） その他これらに類する施

設 

全ての施設 

２ 医療等施

設 

（１） 病院又は診療所（小規模

建築物に該当するものを除く。） 

（２） 助産所（用途に供する部

分の床面積の合計が２００平方

メートル以上の施設に限る。） 

（３） 施術所（用途に供する部

分の床面積の合計が２００平方

全ての施設 
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メートル以上の施設に限る。） 

（４） 薬局（医薬品の販売業を

併せ行うものを除く。）（用途

に供する部分の床面積の合計が

２００平方メートル以上の施設

に限る。） 

３ 興行施設 （１） 劇場、観覧場、映画館又

は演芸場 

（２） その他これらに類する施

設 

用途に供する部分の

床面積（改修する場合

においては、改修に係

る部分の床面積。この

部及び２の部におい

て同じ。）の合計が１，

０００平方メートル

以上の施設 

４ 集会施設 （１） 集会場（冠婚葬祭施設を

含む。一の集会室の床面積が２

００平方メートルを超えるもの

に限る。） 

（２） 集会場（冠婚葬祭施設を

含む。全ての集会室の床面積が

２００平方メートル以下のもの

に限る。） 

（３） 公会堂 

（４） 公民館 

（５） その他これらに類する施

（１）にあっては、全

ての施設 

（２）にあっては、用

途に供する部分の床

面積の合計が１，００

０平方メートル以上

の施設 

（３）にあっては、全

ての施設 

（４）及び（５）にあ

っては、用途に供する
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設 部分の床面積の合計

が２００平方メート

ル以上の施設 

５ 展示施設

等 

（１） 展示場 

（２） その他これらに類する施

設 

用途に供する部分の

床面積の合計が１，０

００平方メートル以

上の施設 

６ 物品販売

業を営む店

舗等 

（１） 百貨店、マーケットその

他の物品販売業を営む店舗（用

途に供する部分の床面積の合計

が２００平方メートル以上の施

設に限る。） 

（２） 卸売市場 

（１）にあっては、全

ての施設 

（２）にあっては、用

途に供する部分の床

面積の合計が２，００

０平方メートル以上

の施設 

７ 宿泊施設 （１） ホテル又は旅館 

（２） その他これらに類する施

設 

用途に供する部分の

床面積の合計が１，０

００平方メートル以

上の施設 

８ 事務所 （１） 保健所、税務署その他不

特定かつ多数の者が利用する官

公署 

（２） 事務所（他の施設に附属

するものを除く。） 

（１）にあっては、全

ての施設 

（２）にあっては、用

途に供する部分の床

面積の合計が２，００

０平方メートル以上

の施設 
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９ 共同住宅

等 

（１） 共同住宅、寄宿舎又は下

宿 

（２） その他これらに類する施

設 

１１戸以上又は用途

に供する部分の床面

積の合計が、２，００

０平方メートル以上

の施設 

１０ 福祉施

設 

（１） 老人ホーム、保育所、福

祉ホームその他これらに類する

もの 

（２） 老人福祉センター、児童

厚生施設、身体障害者福祉セン

ターその他これらに類するもの 

全ての施設 

１１ 運動施

設又は遊技

場等 

（１） 体育館、水泳場、ボーリ

ング場又は遊技場 

（２） その他これらに類する施

設 

用途に供する部分の

床面積の合計が１，０

００平方メートル以

上の施設 

１２ 文化施

設 

（１） 博物館、美術館又は図書

館 

（２） その他これらに類する施

設 

全ての施設 

１３ 公衆浴

場 

公衆浴場 用途に供する部分の

床面積の合計が１，０

００平方メートル以

上の施設 

１４ 飲食店

等 

（１） 飲食店（用途に供する部

分の床面積の合計が２００平方

（１）にあっては、全

ての施設 
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メートル以上の施設に限る。） 

（２） キャバレー、料理店、ナ

イトクラブ、ダンスホールその

他これらに類するもの 

（２）にあっては、用

途に供する部分の床

面積の合計が１，００

０平方メートル以上

の施設 

１５ サービ

ス店舗等 

（１） 郵便局又は理髪店、クリ

ーニング取次店、質屋、貸衣装

屋、銀行その他これらに類する

サービス業を営む店舗（用途に

供する部分の床面積の合計が２

００平方メートル以上の施設に

限る。） 

（２） 一般ガス事業、一般電気

事業、電気電信事業の用に供す

る営業所（用途に供する部分の

床面積の合計が２００平方メー

トル以上の施設に限る。） 

（３） 学習塾、華道教室、囲碁

教室その他これらに類するもの

（用途に供する部分の床面積の

合計が２００平方メートル以上

の施設に限る。） 

全ての施設 

１６ 工業施

設 

（１） 工場 

（２） その他これらに類する施

設 

用途に供する部分の

床面積の合計が２，０

００平方メートル以
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上の施設 

１７ 車両の

停車場又は

船舶若しく

は航空機の

発着場を構

成する建築

物で旅客の

乗降又は待

合いの用に

供するもの 

車両の停車場又は船舶若しくは航

空機の発着場を構成する建築物で

旅客の乗降又は待合いの用に供す

るもの 

全ての施設 

１８ 自動車

関連施設 

（１） 自動車の停留又は駐車の

ための施設 

（２） 自動車修理工場 

（３） 自動車洗車場 

（４） 給油取扱所（用途に供す

る部分の床面積の合計が２００

平方メートル以上の施設に限

る。） 

（５） 自動車教習所 

（１）にあっては、用

途に供する部分の床

面積の合計が５００

平方メートル以上の

施設 

（２）及び（３）にあ

っては、用途に供する

部分の床面積の合計

が２００平方メート

ル以上の施設 

（４）にあっては、全

ての施設 

（５）にあっては、用

途に供する部分の床
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面積の合計が１，００

０平方メートル以上

の施設 

１９ 公衆便

所 

公衆便所 全ての施設 

２０ 公共用

歩廊 

公共用歩廊 用途に供する部分の

床面積の合計が２，０

００平方メートル以

上の施設 

２１ 地下街 （１） 地下街 

（２） その他これらに類する施

設 

用途に供する部分の

床面積の合計が２，０

００平方メートル以

上の施設 

２２ 複合施

設 

１学校施設の項から２１地下街の

項まで及び２小規模建築物の部に

掲げる都市施設の複合建築物 

用途に供する部分の

床面積の合計が２，０

００平方メートル以

上の施設 

２ 小規模建築物 

区分 都市施設 特定都市施設 

１ 医療等施

設 

（１） 診療所（患者の収容施設

を有しないものであって、用途

に供する部分の床面積の合計が

２００平方メートル未満の施設

に限る。） 

（２） 助産所（用途に供する部

全ての施設 
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分の床面積の合計が２００平方

メートル未満の施設に限る。） 

（３） 施術所（用途に供する部

分の床面積の合計が２００平方

メートル未満の施設に限る。） 

（４） 薬局（医薬品の販売業を

併せ行うものを除く。）（用途

に供する部分の床面積の合計が

２００平方メートル未満の施設

に限る。） 

２ 物品販売

業を営む店

舗 

百貨店、マーケットその他の物品

販売業を営む店舗（用途に供する

部分の床面積の合計が２００平方

メートル未満の施設に限る。） 

全ての施設 

３ 飲食店 飲食店（用途に供する部分の床面

積の合計が２００平方メートル未

満の施設に限る。） 

全ての施設 

４ サービス

店舗等 

（１） 郵便局又は理髪店、クリ

ーニング取次店、質屋、貸衣装

屋、銀行その他これらに類する

サービス業を営む店舗（用途に

供する部分の床面積の合計が２

００平方メートル未満の施設に

限る。） 

（２） 一般ガス事業、一般電気

全ての施設 
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事業、電気電信事業の用に供す

る営業所（用途に供する部分の

床面積の合計が２００平方メー

トル未満の施設に限る。） 

（３） 学習塾、華道教室、囲碁

教室その他これらに類するもの

（用途に供する部分の床面積の

合計が２００平方メートル未満

の施設に限る。） 

５ 自動車関

連施設 

給油取扱所（用途に供する部分の

床面積の合計が２００平方メート

ル未満の施設に限る。） 

全ての施設 

３ 道路 

区分 都市施設 特定都市施設 

道路 道路法（昭和２７年法律第１８０

号）第２条第１項に規定する道路 

全ての施設 

４ 公園 

区分 都市施設 特定都市施設 

公園等 （１） 都市公園法（昭和３１年

法律第７９号）第２条第１項に

規定する公園（以下「都市公園」

という。） 

（２） 児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）第４０条に掲

げる児童遊園 

全ての施設 
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（３） 東京都海上公園条例（昭

和５０年東京都条例第１０７

号）第２条第１号に規定する公

園 

（４） 都市公園及び児童遊園以

外の地方公共団体が設置する公

園 

（５） 自然公園法（昭和３２年

法律第１６１号）第２条第１号

に規定する公園 

（６） 国及び地方公共団体以外

の者が都市計画法（昭和４３年

法律第１００号）第５９条第４

項の許可を受けて行う都市計画

事業による公園 

（７） 東京都霊園条例（平成５

年東京都条例第２２号）に規定

する霊園 

（８） 庭園（寺社等に附属する

庭園、美術館、博物館等に附属

する庭園及び冠婚葬祭施設等に

附属する庭園を除く。） 

（９） 動物園及び植物園（大学、

研究所等が学術研究を目的とし

て設置しているものを除く。） 
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（１０） 遊園地 

（１１） その他これらに類する

施設 

ただし、次のいずれかに該当する

都市施設のうち、整備基準の適合

が困難であると市長が認める場合

は、この限りでない。 

ア 工作物の新築、改築又は増

築、土地の形質の変更その他

の行為についての禁止又は制

限に関する文化財保護法、都

市計画法その他の法令又は条

例の規定の適用があるもの 

イ 山地丘陵地、がけその他の

著しく傾斜している土地に設

けるもの 

ウ 自然環境を保全することが

必要な場所又は動植物の生息

地若しくは生育地として適正

に保全する必要がある場所に

設けるもの 

エ （２）、（３）、（４）及

び（５）において、著しく狭

小な敷地に設けるもの 

５ 公共交通施設 
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区分 都市施設 特定都市施設 

公共交通施設 （１） 鉄道の駅 

（２） 軌道の停留場 

（３） バスターミナル 

自動車ターミナル法（昭和３

４年法律第１３６号）第２条第

６項に規定するバスターミナル 

（４） 港湾旅客施設 

港湾法（昭和２５年法律第２

１８号）第２条第５項第７号に

規定する旅客施設 

（５） 空港旅客施設 

空港法（昭和３１年法律第８

０号）第４条第１項第２号に掲

げる空港及び同法第５条第１項

に規定する地方管理空港におけ

る航空旅客取扱施設 

全ての施設 

６ 路外駐車場 

区分 都市施設 特定都市施設 

路外駐車場（建

築物及び小規

模建築物以外

のもの） 

駐車場法（昭和３２年法律第１０

６号）第２条第２号に規定する路

外駐車場で建築物及び小規模建築

物以外のもの（特殊装置のみを用

いるものを除く。） 

駐車の用に供する部

分の面積が５００平

方メートル以上の施

設 

別表第３（第４条） 
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（平２１規則３６・全改、平３１規則１９・令元規則１６・令

４規則２１・令５規則５４・一部改正） 

建築物（共同住宅等を除く。）に関する整備基準（都市施設） 

整備項目 整備基準 

１ 移動

等円滑

化経路

等 

（１） 次に掲げる場合には、それぞれ次に定める経路のう

ち１以上（エに掲げる場合にあっては、その全て）を高齢

者、障害者等が円滑に利用できる経路（以下「移動等円滑

化経路等」という。）にしなければならない。 

ア 建築物に、不特定若しくは多数の者が利用し、又は主

として高齢者、障害者等が利用する居室等（以下この表

において「利用居室等」という。）を設ける場合 道等

から当該利用居室等までの経路（当該利用居室等が観覧

席又は客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路

を含む。） 

イ 建築物又はその敷地に８の項（２）のアに掲げる構造

の車椅子使用者用便房（車椅子使用者用客室に設けられ

るものを除く。）を設ける場合 利用居室等（当該建築

物に利用居室等が設けられていないときは、道等。ウに

おいて同じ。）から当該車椅子使用者用便房までの経路 

（当該利用居室等が観覧席又は客席である場合にあって

は、車椅子使用者用経路を含む。） 

ウ 建築物又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設け

る場合 当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室等ま

での経路（当該利用居室等が観覧席又は客席である場合

にあっては、車椅子使用者用経路を含む。） 
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エ 建築物が公共用歩廊である場合 その一方の側の道等

から当該公共用歩廊を通過し、その他方の側の道等まで

の経路（当該公共用歩廊又はその敷地にある部分に限

る。） 

（２） 移動等円滑化経路等上に、階段又は段を設けないこ

と。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併

設する場合は、この限りでない。 

２ 出入

口 

（１） 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高

齢者、障害者等が利用する屋外へ通ずる出入口（移動等円

滑化経路等を構成する直接地上へ通ずる出入口の１を除

く。）の１以上は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 幅は、８５センチメートル以上とすること。 

イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の

車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、か

つ、その前後に高低差がないこと。 

（２） 移動等円滑化経路等を構成する出入口は、次に掲げ

るものであること。 

ア 幅は、８５センチメートル以上とすること（イに掲げ

るもの並びにエレベーターの籠（人を乗せ昇降する部分

をいう。以下同じ。）及び昇降路の出入口に設けられる

ものを除く。）。 

イ 直接地上へ通ずる出入口の幅は、１００センチメート

ル以上とすること。 

ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の

車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、か
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つ、その前後に高低差がないこと。 

３ 廊下

等 

（１） 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高

齢者、障害者等が利用する廊下等は、次に掲げるものでな

ければならない。 

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるこ

と。 

イ 階段の上下端に近接する廊下等の部分又は傾斜路（階

段に代わり、又はこれに併設するものに限る。）の上端

に近接する廊下等の部分（不特定かつ多数の者が利用し、

又は主として視覚障害者が利用するものに限る。）には、

視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うため

に、点状ブロック等（床面に敷設されるブロックその他

これに類するものであって、点状の突起が設けられてお

り、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差

が大きいことにより容易に識別できるものをいう。以下

同じ。）を敷設すること。ただし、当該廊下等の部分が

次に掲げるものである場合は、この限りでない。 

（ア） 勾配が２０分の１を超えない傾斜がある部分の

上端に近接するもの 

（イ） 高さが１６センチメートルを超えず、かつ、勾

配が１２分の１を超えない傾斜がある部分の上端に近

接するもの 

（２） 移動等円滑化経路等を構成する廊下等は、（１）に

掲げるもののほか、次に掲げるものであること。 

ア 幅は、１４０センチメートル以上とすること。 
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イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の

車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、か

つ、その前後に高低差がないこと。 

ウ 授乳及びおむつ交換のできる場所を１以上設け、ベビ

ーベッド、いす等の設備を適切に配置するとともに、そ

の付近に、その旨の表示を行うこと（他に授乳及びおむ

つ交換のできる場所を設ける場合を除く。）。 

４ 階段 （１） 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高

齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲げるものでなけ

ればならない。 

ア 踊場を含めて、手すりを設けること。 

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるこ

と。 

ウ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は

彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるもの

とすること。 

エ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを

設けない構造とすること。 

オ 段がある部分の上下端に近接する踊場の部分には、視

覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷

設すること。ただし、当該踊場が２５０センチメートル

以下の直進のものである場合においては、この限りでな

い。 

カ 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階

段以外の階段を設ける空間を確保することが困難である
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ときは、この限りでない。 

（２） 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高

齢者、障害者等が利用する階段のうち１以上は、（１）に

掲げるもののほか、次に掲げるものでなければならない。 

ア 踊場を含めて、両側に手すりを設けること。 

イ けあげの寸法は１８センチメートル以下、踏面の寸法

は２６センチメートル以上とすること。 

ウ 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たっては、手すり

の幅は１０センチメートルを限度として、ないものとみ

なす。）は、１２０センチメートル以上とすること。 

（３） （２）の規定は、６の項に定める基準を満たすエレ

ベーター及びその乗降ロビーを併設する場合には、適用し

ない。ただし、主として高齢者、障害者等が利用する階段

については、この限りでない。 

５ 階段

に代わ

り、又は

これに

併設す

る傾斜

路 

（１） 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高

齢者、障害者等が利用する傾斜路（階段に代わり、又はこ

れに併設するものに限る。）は、次に掲げるものでなけれ

ばならない。 

ア 手すりを設けること。 

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるこ

と。 

ウ その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が

大きいことによりその存在を容易に識別できるものとす

ること。 

エ 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分（不特定
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かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用

するものに限る。）には、視覚障害者に対し警告を行う

ために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、当該

踊場の部分が次に掲げるものである場合は、この限りで

ない。 

（ア） 勾配が２０分の１を超えない傾斜がある部分の

上端に近接するもの 

（イ） 高さが１６センチメートルを超えず、かつ、勾

配が１２分の１を超えない傾斜がある部分の上端に近

接するもの 

（ウ） 直進で、長さが２５０センチメートル以下の踊

場に設けるもの 

（２） 移動等円滑化経路等を構成する傾斜路（階段に代わ

り、又はこれに併設するものに限る。）は、（１）に掲げ

るもののほか、次に掲げるものであること。 

ア 幅は、階段に代わるものにあっては１４０センチメー

トル以上、階段に併設するものにあっては９０センチメ

ートル以上とすること。 

イ 勾配は、１２分の１を超えないこと。 

ウ 高さが７５センチメートルを超えるものにあっては、

高さ７５センチメートル以内ごとに踏幅が１５０センチ

メートル以上の踊場を設けること。 

エ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

オ 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止する

ことができる平たんな部分を設けること。 
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６ エレ

ベータ

ー及び

その乗

降ロビ

ー 

移動等円滑化経路等を構成するエレベーター（７の項に規

定するものを除く。以下この項において同じ。）及びその乗

降ロビーは、次に掲げるものであること。 

（１） 籠は、不特定若しくは多数の者が利用し、又は主と

して高齢者、障害者等が利用する階に停止すること。 

（２） 籠及び昇降路の出入口の幅は、８０センチメートル

以上とすること。ただし、当該エレベーターを設ける建築

物の床面積の合計が５，０００平方メートルを超える場合

にあっては、９０センチメートル以上とすること。 

（３） 籠の内部については、次に掲げるものとすること。 

ア 奥行きは、１３５センチメートル以上とすること。 

イ 幅は、１４０センチメートル以上とし、車椅子の転回

に支障がない構造とすること。ただし、構造上やむを得

ない場合において、車椅子で利用できる機種を採用する

場合は、この限りでない。 

ウ 当該エレベーターを設ける建築物の床面積の合計が

５，０００平方メートルを超える場合にあっては、幅は、

１６０センチメートル以上とすること。ただし、籠の出

入口が複数あるエレベーターで車椅子で円滑に利用でき

るもの、又は１５人乗り寝台用エレベーターを設置する

場合は、この限りでない。 

（４） 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び

奥行きは、１５０センチメートル以上とすること。また、

当該エレベーター付近に階段等を設ける場合には、利用者

の安全を確保するため、乗降ロビーに転落防止策を講ずる
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ものとする。 

（５） 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しや

すい位置に制御装置を設けること。また、次に掲げる方法

により、視覚障害者が円滑に操作できる構造の制御装置（車

椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装

置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるも

のに限る。）を設けること。 

ア 文字等の浮き彫り 

イ 音による案内 

ウ 点字及びア又はイに類するもの 

（６） 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を

表示する装置を設けること。また、籠が到着する階並びに

籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装

置を設けること。 

（７） 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装

置を設けること。また、籠内又は乗降ロビーに、到着する

籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。 

（８） その他高齢者、障害者等が支障なく利用できる構造

とすること。 

７ 特殊

な構造

又は使

用形態

のエレ

ベータ

移動等円滑化経路等を構成する特殊な構造又は使用形態の

エレベーターその他の昇降機（平成１８年国土交通省告示第

１４９２号第１第１号に規定するもの）は、次に掲げる構造

とすること。 

（１） 平成１２年建設省告示第１４１３号第１第９号に規

定するものとすること。 
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ーその

他の昇

降機 

（２） 籠の幅は７０センチメートル以上とし、かつ、奥行

きは１２０センチメートル以上とすること。 

（３） 車椅子使用者が籠内で方向を変更する必要がある場

合にあっては、籠の幅及び奥行きが十分に確保されている

こと。 

８ 便所 （１） 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高

齢者、障害者等が利用する便所（以下「不特定多数利用便

所」という。）は、次に掲げるものでなければならない。 

  ア 不特定多数利用便所の数は、これらの者が利用する

階（次に掲げる階を除く。）の階数に相当する数以上

とすること。 

   (ｱ) 直接地上へ通ずる出入口のある階であって、不特

定多数利用便所を１以上設ける施設が同一敷地内の

当該出入口に近接する位置にあるもの 

   (ｲ) 不特定若しくは多数の者又は高齢者、障害者等が

利用する部分の床面積が著しく小さい階、不特定若

しくは多数の者又は高齢者、障害者等の滞在時間が

短い階その他の建築物の管理運営上不特定多数利用

便所を設けないことがやむを得ないと認められる階 

 イ 不特定多数利用便所は、特定の階に偏ることなく不特

定若しくは多数の者又は高齢者、障害者等が利用する上

で支障がない位置に配置すること。 

 ウ 不特定多数利用便所の床の表面は、粗面とし、又は滑

りにくい材料で仕上げること。 

（２） 不特定多数利用便所を設ける場合には、当該便所の
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うち１以上に、車椅子使用者用便房を１以上（当該車椅子

使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあ

っては、それぞれ１以上）設けなければならない。 

（３） 不特定多数利用便所を設ける階（以下この項におい

て「便所設置階」という。）においては、当該便所のうち、

１以上（当該便所設置階の床面積が１万平方メートルを超

える場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それ

ぞれに定める数（当該数が(1)アの規定により便所設置階に

設ける不特定多数利用便所（車椅子使用者用便房のみを設

けるものを除く。）の数を超えるときは、当該不特定多数

利用便所の数）以上）に、車椅子使用者用便房を１以上（当

該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける

場合にあっては、それぞれ１以上）設けなければならない。                        

ア 便所設置階の床面積が１万平方メートルを超え、４万

平方メートル以下の場合 ２ 

  イ 便所設置階の床面積が４万平方メートルを超える場

合 当該床面積に相当する数に２万分の１を乗じて得た

数（その数に１未満の端数があるときは、その端数を切

り上げた数） 

（４） (3)の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適

用しない。 

  ア 便所設置階が直接地上へ通ずる出入口のある階であ

り、かつ、車椅子使用者用便房を1以上（当該車椅子使

用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合に

あっては、それぞれ1以上)設ける施設が同一敷地内の
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当該出入口に近接する位置にある場合 

  イ 便所設置階の不特定多数利用便所に設けるべき車椅

子使用者用便房の全部又は一部を、当該便所設置階以

外の便所設置階の不特定多数利用便所に設ける場合 

  ウ 次に掲げる便所設置階の区分に応じ、それぞれに定

める場合 

  (ｱ) 男子用の不特定多数利用便所のみを設ける便所設

置階 当該不特定多数利用便所のうち１以上(当該便

所設置階の床面積が１万平方メートルを超える場合に

あっては、(3)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに

定める数以上)に、男子用の車椅子使用者用便房を1以

上設ける場合 

(ｲ) 女子用の不特定多数利用便所のみを設ける便所設 

置階 当該不特定多数利用便所のうち1以上（当該便

所設置階の床面積が１万平方メートルを超える場合

にあっては、(3)に掲げる場合の区分に応じ、それぞ

れに定める数以上）に、女子用の車椅子使用者用便房

を1以上設ける場合 

 エ 床面積が１，０００平方メートル未満の便所設置階

を有する建築物に、床面積が１，０００平方メートル

未満の階の床面積の合計に１，０００分の１を乗じて

得た数（その数に１未満の端数があるときは、その端

数を切り捨てた数）（１，０００平方メートル未満の

便所設置階（車椅子使用者用便房のみを設ける不特定

多数利用便所のみを設けるものを除く。）の階数に相
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当する数を超える場合にあっては、当該階数に相当す

る数）に(3)の規定により床面積が１，０００平方メ

ートル以上の便所設置階に設けるべき車椅子使用者

用便房の数を加えた数（アに規定する施設がアに規定

する位置にある場合にあっては、当該数から当該施設

に設ける車椅子使用者用便房（当該車椅子使用者用便

房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあって

は、それぞれの車椅子使用者用便房）の数を差し引い

た数）以上の車椅子使用者用便房（当該車椅子使用者

用便房（男子用の不特定多数利用便所及び女子用の不

特定多数利用便所を設ける階に設けるものに限る。）

に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、

それぞれの車椅子使用者用便房）を設ける場合 

(5) 車椅子使用者用便房は次に掲げる構造のものとす

る。 

 ア 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 

 イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう

十分な空間 

  が確保されていること。 

 ウ 一般用の便所に近接し、分かりやすく利用しやすい

位置に設けること。 

 エ 車椅子使用者用便房及び便所の出入口には、当該車

椅子使用者用便房の設備及び機能を表示すること。 

(6) (2)から(5)までに定めるもののほか、(1)の規定によ

り設ける不特定多数利用便所のうち1以上には、高齢
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者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水

洗器具を設けた便房を１以上（当該便房に男子用及び

女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ１以

上）設けなければならない。 

(7) (2)から(6)までに定めるもののほか、(1)の規定によ

り設ける不特定多数利用便所のうち、１以上には、ベ

ビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる

設備を設けた便房を1以上（当該便房に男子用及び女

子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ1以上）

設け、当該便房及び便所の出入口には、その旨の表示

を行わなければならない。 

(8) (2)から(7)までに定めるもののほか、(1)の規定によ

り設ける不特定多数利用便所のうち1以上（当該便所

に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、

それぞれ1以上）には、ベビーベッドその他の乳幼児

のおむつ交換ができる設備を設け、当該便所の出入口

には、その旨の表示を行わなければならない。ただし、

他におむつ交換ができる場所を設ける場合を除く。 

(9) (2)から(8)までに定めるもののほか、(1)の規定によ

り設ける不特定多数利用便所のうち1以上（当該便所

に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、

それぞれ１以上）は、次に掲げる構造としなければな

らない。 

 ア 床面には、段差を設けないこと。 

 イ 大便器は、1以上を腰掛式とすること。 
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 ウ 腰掛式とした大便器の1以上に、手すりを設けるこ

と。 

(10) (2)から(9)までに定めるもののほか、(1)の規定に

より設ける不特定多数利用便所であって、男子用小便

器を設けるもののうち１以上には、床置式の小便器、

壁掛式の小便器（受け口の高さが３５センチメートル

以下のものに限る。）その他これらに類する小便器を

1以上設け、当該小便器に手すりを設けなければなら

ない。 

９ 浴室

等 

（１） 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高

齢者、障害者等が利用する浴室又はシャワー室（以下「浴

室等」という。）を設ける場合には、床の表面を粗面とし、

又は滑りにくい材料で仕上げなければならない。 

（２） （１）の浴室等のうち１以上（男子用及び女子用の

区別があるときは、それぞれ１以上）は、次に掲げるもの

でなければならない。 

ア 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されているこ

と。 

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分

な空間が確保されていること。 

ウ 出入口は、次に掲げるものであること。 

（ア） 幅は、８５センチメートル以上とすること。 

（イ） 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造そ

の他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造

とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 
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１０ 宿

泊施設

の客室 

（１） 宿泊施設には、車椅子使用者用客室を、当該宿泊施

設の客室の全客室数が２００室以下の場合は当該客室数に

５０分の１を乗じて得た数（１未満の端数が生じたときは、

これを切り上げて得た数）以上、全客室数が２００室を超

える場合は当該客室数に１００分の１を乗じて得た数（１

未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数）に

２を加えた数以上設けなければならない。 

（２） 車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでなければ

ならない。 

ア 便所は、次に掲げるものであること。 

（ア） 床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で

仕上げなければならない。 

（イ） 便所内に、次に掲げる構造の車椅子使用者用便

房を設けること。 

a 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 

b 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう

十分な空間が確保されていること。 

（ウ） 車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられて

いる便所の出入口は、次に掲げるものであること。 

a 幅は、８０センチメートル以上とすること。 

b 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他

の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造と

し、かつ、その前後に高低差がないこと。 

イ 浴室等は、次に掲げるものであること。ただし、当該

客室が設けられている建築物に不特定若しくは多数の者
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が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する次

に掲げる要件に該当する浴室等が１以上（男子用及び女

子用の区別があるときは、それぞれ１以上）設けられて

いる場合は、この限りでない。 

（ア） 床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で

仕上げなければならない。 

（イ） 車椅子使用者が円滑に利用することができるも

のとして次に掲げる構造であること。 

a 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されている

こと。 

b 車椅子使用者が円滑に利用できるよう十分な空間

が確保されていること。 

（ウ） 出入口は、アの（ウ）に掲げるものであること。 

（３） ホテル又は旅館のうち、用途に供する部分の床面積

の合計が１，０００平方メートル以上の施設の一般客室は、

次に掲げるものでなければならない。ただし、和室部分は

この限りでない。 

ア 一般客室内の１以上の便所及び１以上の浴室等の出入

り口の幅は、８０センチメートル以上とすること。 

イ 一般客室内の１以上の便所及び１以上の浴室等の出入

口の幅は、７５センチメートル以上（一般客室の床面積

（和室部分及び同一客室内に複数の階がある場合におけ

る当該一般客室の出入口のある階の部分以外の部分の床

面積を除く。エにおいて同じ。）が１５平方メートル未

満の場合にあっては、７０センチメートル以上）とする
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こと。 

ウ 一般客室内（同一客室内に複数の階がある場合は、当

該一般客室の出入口のある階の部分に限る。）には階段

又は段を設けないこと。ただし、次の（ア）から（ウ）

までに掲げる場合に応じ、当該（ア）から（ウ）までに

定める部分を除く。 

（ア） 同一客室内に複数の階がある場合 当該一般客

室の出入口のある階とその直上階又は直下階との間の

上下の移動に係る階段又は段の部分 

（イ） 勾配が、１２分の１を超えない傾斜路を併設す

る場合 当該傾斜路が併設された階段又は段の部分 

（ウ） 浴室等の内側に防水上必要な最低限の高低差を

設ける場合 当該高低差の部分 

エ イの規定に該当する便所及び浴室等の出入口に接する

通路その他これに類するもの（当該出入口に接して脱衣

室、洗面所その他これらに類する場所が設けられている

場合にあっては、当該出入口を除く当該場所の１以上の

出入口及びこれに接する通路その他これに類するもの）

の幅は、１００センチメートル以上（一般客室の床面積

が１５平方メートル未満の場合にあっては、８０センチ

メートル以上）とすること。 

１１ 観

覧席・客

席 

 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、

障害者等が利用する観覧席又は客席は、次に掲げるものでな

ければならない。 

(1) 車椅子使用者が円滑に利用することができる場所につ
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いて、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める

数以上を設けること。 

 ア 当該観覧席又は客席に設ける座席の数が１００以下

の場合 ２ 

 イ 当該観覧席又は客席に設ける座席の数が１００を超

え、２００以下の場合 当該座席の数に５０分の1を乗

じて得た数（その数に１未満の端数があるときは、その

端数を切り上げた数） 

 ウ 当該観覧席又は客席に設ける座席の数が２００を超

える場合 当該座席の数に１００分の１を乗じて得た

数（その数に１未満の端数があるときは、その端数を切

り上げた数）に２を加えた数 

(2) 車椅子使用者が円滑に利用することができる場所が次

に掲げる基準に適合していること。 

 ア 幅は、９０センチメートル以上とすること。 

 イ 奥行きは、１３５センチメートル以上とすること。 

 ウ 床は平らとすること。 

 エ 車椅子使用者のサイトライン（可視線）に配慮した 

位置に設けること。 

 オ 同伴者用の座席又はスペースを車椅子使用者が円滑

に利用することができる場所に隣接して設けること。 

(3) 観覧席又は客席に設ける座席の数が２００を超える場

合には、車椅子使用者が円滑に利用することができる場所

を２か所以上に分散して設けること。 

(4) 集団補聴設備その他の高齢者、障害者等の利用に配慮
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した設備を設けること。 

１２ 敷

地内の

通路 

（１） 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高

齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、次に掲げるも

のでなければならない。 

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるこ

と。 

イ 段がある部分は、次に掲げるものであること。 

（ア） 手すりを設けること。 

（イ） 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色

相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別で

きるものとすること。 

（ウ） 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となる

ものを設けない構造とすること。 

（エ） 段がある部分の上下端には、視覚障害者に対し

警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。

ただし、点状ブロック等の敷設が利用上特に支障を来

す場合には、仕上げの色を変えるなどの代替措置によ

り段を識別しやすくすること。 

ウ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

（ア） 手すりを設けること。 

（イ） その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の

差が大きいことによりその存在を容易に識別できるも

のとすること。 

（２） 移動等円滑化経路等を構成する敷地内の通路は、（１）

に掲げるもののほか、次に掲げるものであること。 
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ア 幅は、１４０センチメートル以上とすること。 

イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の

車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、か

つ、その前後に高低差がないこと。 

ウ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

（ア） 幅は、段に代わるものにあっては１４０センチ

メートル以上、段に併設するものにあっては９０セン

チメートル以上とすること。 

（イ） 勾配は、２０分の１を超えないこと。 

（ウ） 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

（エ） 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停

止することができる平たんな部分を設けること。 

（オ） 高さが７５センチメートルを超えるものにあっ

ては、７５センチメートル以内ごとに踏幅が１５０セ

ンチメートル以上の踊場を設けること。 

（３） １の項（１）のアに定める経路を構成する敷地内の

通路が、地形の特殊性により（２）の規定によることが困

難である場合におけるこの表の規定の適用については、１

の項（１）のア中「道等」とあるのは「当該建築物の車寄

せ」とする。 

１３ 駐

車場 

（１）不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢

者、障害者等が利用する駐車場には、当該駐車場に設ける

駐車施設の数（当該駐車場を２以上設ける場合にあっては、

当該駐車場に設ける駐車施設の総数）に５０分の１を乗じ

て得た数（その数に１未満の端数があるときは、その端数



府中市福祉のまちづくり条例施行規則 

49/198 

を切り上げた数）以上の車椅子使用者用駐車施設を設けな

ければならない。ただし、車椅子使用者が、当該駐車場を

利用する上で支障がないものとして次に掲げる場合は、こ

の限りでない。 

  ア 当該駐車場が不特定若しくは多数の者が利用し、又

は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場のうち

昇降機その他の機械装置により自動車を駐車させる構

造のもの（以下この項において「不特定多数利用機械

式駐車場」という。）であり、かつ、その出入口の部

分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可

能な場所が１以上設けられている場合 

  イ 不特定多数利用機械式駐車場及び不特定多数利用機

械式駐車場以外の不特定若しくは多数の者が利用し、

又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設

ける場合であって、次に掲げる基準に適合するとき 

(ｱ) 当該不特定多数利用機械式駐車場の出入口の部

分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが

可能な場所が1以上設けられていること。 

   (ｲ) 当該不特定多数利用機械式駐車場に設ける駐車

施設の数（当該不特定多数利用機械式駐車場を２以

上設ける場合にあっては、当該不特定多数利用機械

式駐車場に設ける駐車施設の総数。以下この(ｲ)にお

いて同じ。）及び当該不特定多数利用機械式駐車場

以外の不特定若しくは多数の者が利用し、又は主と

して高齢者、障害者等が利用する駐車場に設ける車
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椅子使用者用駐車施設の数（当該駐車場を２以上設

ける場合にあっては、当該駐車場に設ける車椅子使

用者駐車施設の総数）の合計数が、当該不特定多数

利用機械式駐車場に設ける駐車施設の数及び当該不

特定多数利用機械式駐車場以外の不特定若しくは 

多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等

が利用する駐車場に設ける駐車施設の数（当該駐車

場を２以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設

ける駐車施設の総数）の合計数に５０分の１を乗じ

て得た数（その数に１未満の端数があるときは、そ

の端数を切り上げた数）以上であること。 

（２） 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなけ

ればならない。 

ア 幅は、３５０センチメートル以上とすること。 

イ 当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室等（当該建

築物に利用居室等が設けられていないときは、道等。（３）

において同じ。）までの経路の長さができるだけ短くな

る位置に設けること。 

（３） 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高

齢者、障害者等が利用する駐車場に車椅子使用者用駐車施

設を設ける場合には、当該車椅子使用者用駐車施設又はそ

の付近に、当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室等ま

での経路についての誘導表示を設けなければならない。 

１４ 標

識 

移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降

機、便所又は駐車施設の付近には、それぞれ、当該エレベー
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ターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示す

る次に掲げる要件に該当する標識を設けなければならない。 

（１） 高齢者、障害者等の見やすい位置に設けること。 

（２） 表示すべき内容が容易に識別できること（当該内容

が日本産業規格Z８２１０に定められているときは、これに

適合すること。）。 

１５ 案

内設備 

（１） 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地

内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の

昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他

の設備を設けなければならない。ただし、当該エレベータ

ーその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容易に視認

できる場合は、この限りでない。 

（２） 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地

内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の

昇降機又は便所の配置について、次に掲げる方法により、

視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。 

ア 文字等の浮き彫り 

イ 音による案内 

ウ 点字及びア又はイに類するもの 

（３） 案内所を設ける場合には、（１）及び（２）の規定

は適用しない。 

１６ 案

内設備

までの

経路 

（１） 道等から１５の項（２）の規定による設備又は１５

の項（３）の規定による案内所までの経路は、そのうち１

以上を、視覚障害者が円滑に利用できる経路（以下この項

において「視覚障害者移動等円滑化経路等」という。）に
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しなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、

この限りでない。 

ア 建築物の内にある当該建築物を管理する者等が常時勤

務する案内所から直接地上へ通ずる出入口を容易に視認

でき、かつ、道等から当該出入口までの経路が（２）に

定める基準に適合するものである場合 

（２） 視覚障害者移動等円滑化経路等は、次に掲げるもの

でなければならない。 

ア 視覚障害者移動等円滑化経路等に、視覚障害者の誘導

を行うために、線状ブロック等（床面に敷設されるブロ

ックその他これに類するものであって、線状の突起が設

けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又

は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものを

いう。以下同じ。）及び点状ブロック等を適切に組み合

わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者

を誘導する設備を設けること。 

イ 視覚障害者移動等円滑化経路等を構成する敷地内の通

路の次に掲げる部分には、視覚障害者に対し警告を行う

ために、点状ブロック等を敷設すること。 

（ア） 車路に近接する部分 

（イ） 段がある部分の上下端に近接する部分又は傾斜

がある部分の上端に近接する部分（次に掲げる部分は

除く。） 

ａ 勾配が２０分の１を超えない傾斜がある部分の上

端に近接するもの 
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ｂ 高さが１６センチメートルを超えず、かつ、勾配

が１２分の１を超えない傾斜がある部分の上端に近

接するもの 

ｃ 段がある部分若しくは傾斜がある部分と連続して

手すりを設ける踊場等 

１７ 公

共的通

路 

都市計画法又は建築基準法の規定に基づき建築物内及び当

該建築物敷地内に設ける公共の用に供する空地のうち、専ら

歩行者の通行に供する通路部分（以下「公共的通路」という。）

の１以上は、次に掲げる構造とすること。 

（１） 歩道状空地、屋外貫通通路、歩行者デッキ等の建築

物外部の公共的通路に係る構造は、次のものとする。 

ア 通路の幅は、２００センチメートル以上（都市計画、

許可等で別に定める幅がある場合には、当該幅以上）と

し、通行に支障がない高さ空間を確保すること。 

イ 通路面には段差を設けないこと。ただし、次に掲げる

要件に該当する傾斜路又は６の項若しくは７の項に定め

る基準を満たすエレベーターその他の昇降機を設けてい

る場合その他道路等の自然勾配が段に代わる傾斜路の勾

配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限り

でない。 

（ア） 手すりを設けること。 

（イ） その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の

差が大きいことによりその存在を容易に識別できるも

のとすること。 

（ウ） 幅は、段に代わるものにあっては１４０センチ
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メートル以上、段に併設するものにあっては９０セン

チメートル以上とすること。 

（エ） 勾配は、２０分の１を超えないこと。 

（オ） 高さが７５センチメートルを超えるものにあっ

ては、高さ７５センチメートル以内ごとに踏幅が１５

０センチメートル以上の踊場を設けること。 

（カ） 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

（キ） 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停

止することができる平たんな部分を設けること。 

ウ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるこ

と。 

エ 当該敷地外の道路又は公共的通路等に視覚障害者誘導

用ブロックが敷設されている場合には、連続性を確保し

て視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。ただし、

道路の歩道に沿って歩道状空地が設けられている場合に

は、当該歩道状空地に視覚障害者誘導用ブロックを敷設

しないことができる。 

オ 階段を設ける場合には、次に掲げる構造の階段とする

こと。 

（ア） 踊場を含めて、両側に手すりを設けること。 

（イ） 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色

相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別で

きるものとすること。 

（ウ） 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となる

ものを設けない構造とすること。 
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（エ） 段がある部分の上下端に近接する通路の部分及

び段がある部分の上下端に近接する踊場（２５０セン

チメートル以下の直進のものを除く。）の部分には、

視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等

を敷設すること。 

（オ） 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、

回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困

難であるときは、この限りでない。 

（カ） けあげの寸法は１８センチメートル以下、踏面

の寸法は２６センチメートル以上とすること。 

（キ） 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たっては、

手すりの幅は１０センチメートルを限度として、ない

ものとみなす。）は、１２０センチメートル以上とす

ること。 

（２） 屋内貫通通路、アトリウム、地下鉄連絡通路等の建

築物内部の公共的通路に係る構造は、次のものとする。 

ア 通路部分の幅は、２００センチメートル以上（都市計

画、許可等で別に定める幅がある場合には、当該幅以上）

とし、当該部分の天井の高さを２５０センチメートル以

上とすること。 

イ 通路面には段差を設けないこと。ただし、次に掲げる

要件に該当する傾斜路又は６の項若しくは７の項に定め

る基準を満たすエレベーターその他の昇降機を設けてい

る場合その他道路等の自然勾配が段に代わる傾斜路の勾

配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限り
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でない。 

（ア） 手すりを設けること。 

（イ） その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の

差が大きいことによりその存在を容易に識別できるも

のとすること。 

（ウ） 傾斜がある部分の上端に近接する通路の部分及

び傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分には、

視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等

を敷設すること。ただし、勾配が２０分の１を超えな

い傾斜がある部分の上端に近接するもの、高さが１６

センチメートルを超えない傾斜がある部分の上端に近

接するもの、又は直進で、長さが２５０センチメート

ル以下の踊場に設けるものについては、この限りでな

い。 

（エ） 幅は、段に代わるものにあっては１４０センチ

メートル以上、段に併設するものにあっては９０セン

チメートル以上とすること。 

（オ） 勾配は、１２分の１を超えないこと。 

（カ） 高さが７５センチメートルを超えるものにあっ

ては、高さ７５センチメートル以内ごとに踏幅が１５

０センチメートル以上の踊場を設けること。 

（キ） 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

（ク） 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停

止することができる平たんな部分を設けること。 

ウ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるこ
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と。 

エ 道路又は建築物外の公共的通路等に視覚障害者誘導用

ブロックが敷設されている場合には、連続性を確保して

視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 

オ 階段を設ける場合には、次に掲げる構造の階段とする

こと。 

（ア） 踊場を含めて、両側に手すりを設けること。 

（イ） 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色

相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別で

きるものとすること。 

（ウ） 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となる

ものを設けない構造とすること。 

（エ） 段がある部分の上下端に近接する通路の部分及

び段がある部分の上下端に近接する踊場（２５０セン

チメートル以下の直進のものを除く。）の部分には、

視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等

を敷設すること。 

（オ） 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、

回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困

難であるときは、この限りでない。 

（カ） けあげの寸法は１８センチメートル以下、踏面

の寸法は２６センチメートル以上とすること。 

（キ） 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たっては、

手すりの幅は１０センチメートルを限度として、ない

ものとみなす。）は、１２０センチメートル以上とす
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ること。 

別表第４（第４条） 

（平２１規則３６・全改、平３１規則１９・令４規則２１・一

部改正） 

建築物（共同住宅等）に関する整備基準（都市施設） 

整備項目 整備基準 

１ 特定

経路等 

（１） 共同住宅等においては、道等から各住戸までの経路

のうち１以上及び各住戸から車椅子使用者用駐車施設まで

の経路のうち１以上を、多数の者が円滑に利用できる経路

（以下この表において「特定経路等」という。）にしなけ

ればならない。 

（２） 共同住宅等に、不特定若しくは多数の者が利用し、

又は主として高齢者、障害者等が利用する居室等、車椅子

使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設を設ける場合に

おいては、別表第３のうち移動等円滑化経路等に係る規定

を適用する。この場合において、同表のうち移動等円滑化

経路等に係る規定の適用を受けた特定経路等となるべき経

路又はその一部については、この表の規定は適用しない。 

（３） 特定経路等上には、階段又は段を設けないこと。た

だし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する

場合は、この限りでない。 

２ 出入

口 

（１） 多数の者が利用する屋外へ通ずる出入口（特定経路

等を構成する直接地上へ通ずる出入口の１を除く。）の１

以上は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 幅は、８５センチメートル以上とすること。 
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イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の

車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、か

つ、その前後に高低差がないこと。 

（２） 特定経路等を構成する出入口は、次に掲げるもので

あること。 

ア 幅は、８５センチメートル以上とすること（イに掲げ

るもの並びにエレベーターの籠及び昇降路の出入口に設

けられるものを除く。）。ただし、構造上やむを得ない

場合は、８０センチメートル以上とすることができる。 

イ 直接地上へ通ずる出入口の幅は、１００センチメート

ル以上とすること。ただし、構造上やむを得ない場合は、

８５センチメートル以上とすることができる。 

ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の

車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、か

つ、その前後に高低差がないこと。 

３ 廊下

等 

（１） 多数の者が利用する廊下等は、次に掲げるものでな

ければならない。 

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるこ

と。 

イ 階段の上下端に近接する廊下等の部分には、視覚障害

者に対し段差の存在の警告を行うために、点状ブロック

等を敷設すること。 

（２） 特定経路等を構成する廊下等は、（１）に掲げるも

ののほか、次に掲げるものであること。 

ア 幅は、１４０センチメートル以上とすること。ただし、
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構造上やむを得ない場合は、１２０センチメートル以上

とすることができる。この場合、５０メートル以内ごと

に車椅子の転回に支障がない場所を設けること。 

イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の

車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、か

つ、その前後に高低差がないこと。 

４ 階段 （１） 多数の者が利用する階段は、次に掲げるものでなけ

ればならない。 

ア 踊場を含めて、手すりを設けること。 

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるこ

と。 

ウ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は

彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるもの

とすること。 

エ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを

設けない構造とすること。 

オ 段がある部分の上下端に近接する踊場の部分には、視

覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷

設すること。ただし、当該踊場が２５０センチメートル

以下の直進のものである場合においては、この限りでな

い。 

カ 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階

段以外の階段を設ける空間を確保することが困難である

ときは、この限りでない。 

（２） 多数の者が利用する階段のうち１以上は、（１）に
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掲げるもののほか、次に掲げるものでなければならない。 

ア 踊場を含めて、両側に手すりを設けること。 

イ けあげの寸法は１８センチメートル以下、踏面の寸法

は２６センチメートル以上とすること。 

ウ 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たっては、手すり

の幅は１０センチメートルを限度として、ないものとみ

なす。）は、１２０センチメートル以上とすること。 

（３） （２）の規定は、別表第３の６の項に定める基準を

満たすエレベーター及びその乗降ロビーを併設する場合に

は、適用しない。ただし、主として高齢者、障害者等が利

用する階段については、この限りでない。 

５ 階段

に代わ

り、又は

これに

併設す

る傾斜

路 

（１） 多数の者が利用する傾斜路（階段に代わり、又はこ

れに併設するものに限る。）は、次に掲げるものでなけれ

ばならない。 

ア 手すりを設けること。 

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるこ

と。 

ウ その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が

大きいことによりその存在を容易に識別できるものとす

ること。 

（２） 特定経路等を構成する傾斜路（階段に代わり、又は

これに併設するものに限る。）は、（１）に掲げるものの

ほか、次に掲げるものであること。 

ア 幅は、階段に代わるものにあっては１２０センチメー

トル以上、階段に併設するものにあっては９０センチメ
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ートル以上とすること。 

イ 勾配は、１２分の１を超えないこと。ただし、高さが

１６センチメートル以下のものにあっては、８分の１を

超えないこと。 

ウ 高さが７５センチメートルを超えるものにあっては、

高さ７５センチメートル以内ごとに踏幅が１５０センチ

メートル以上の踊場を設けること。 

エ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

オ 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止する

ことができる平たんな部分を設けること。 

６ エレ

ベータ

ー及び

その乗

降ロビ

ー 

特定経路等を構成するエレベーター（７の項に規定するも

のを除く。以下この項において同じ。）及びその乗降ロビー

は、次に掲げるものであること。 

（１） 籠は、多数の者が利用する階に停止すること。 

（２） 籠及び昇降路の出入口の幅は、８０センチメートル

以上とすること。 

（３） 籠の内部については、次に掲げるものとすること。

ただし、車椅子で利用できる機種を採用する場合は、この

限りでない。 

ア 奥行きは、１３５センチメートル以上とすること。 

イ 幅は、１４０センチメートル以上とすること。 

ウ 車椅子の転回に支障がない構造とすること。 

（４） 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び

奥行きは、１５０センチメートル以上とすること。また、

当該エレベーター付近に階段等を設ける場合には、利用者
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の安全を確保するため、乗降ロビーに転落防止策を講ずる

ものとする。 

（５） 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しや

すい位置に制御装置を設けること。また、次に掲げる方法

により視覚障害者が円滑に操作できる構造の制御装置（車

椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装

置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるも

のに限る。）を設けること。 

ア 文字等の浮き彫り 

イ 音による案内 

ウ 点字及びア又はイに類するもの 

（６） 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を

表示する装置を設けること。また、籠が到着する階並びに

籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装

置を設けること。 

（７） 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装

置を設けること。また、籠内又は乗降ロビーに、到着する

籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。 

（８） その他高齢者、障害者等が支障なく利用できる構造

とすること。 

７ 特殊

な構造

又は使

用形態

のエレ

特定経路等を構成する特殊な構造又は使用形態のエレベー

ターその他の昇降機（平成１８年国土交通省告示第１４９２

号第１第１号に規定するもの）は、次に掲げる構造とするこ

と。 

（１） 平成１２年建設省告示第１４１３号第１第９号に規
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ベータ

ーその

他の昇

降機 

定するものとすること。 

（２） 籠の幅は７０センチメートル以上とし、かつ、奥行

きは１２０センチメートル以上とすること。 

（３） 車椅子使用者が籠内で方向を変更する必要がある場

合にあっては、籠の幅及び奥行きが十分に確保されている

こと。 

８ 便所 （１） 多数の者が利用する便所は、次に掲げるものでなけ

ればならない。 

  ア 多数の者が利用する便所の数は、多数の者が利用す

る階（次に掲げる階を除く。）の階数に相当する数以

上とすること。 

   (ｱ) 直接地上へ通ずる出入口のある階であって、多数

の者が利用する便所を１以上設ける施設が同一敷地

内の当該出入口に近接する位置にあるもの 

   (ｲ) 多数の者が利用する部分の床面積が著しく小さ

い階、多数の者の滞在時間が短い階その他の建築物

の管理運営上多数の者が利用する便所を設けないこ

とがやむを得ないと認められる階 

  イ 多数の者が利用する便所は、特定の階に偏ることな 

く多数の者が利用する上で支障がない位置に配置する

こと。 

  ウ 多数の者が利用する便所の床の表面は、粗面とし、 

又は滑りにくい材料で仕上げること。 

（２） 多数の者が利用する便所を設ける場合には、当該便 

所のうち１以上に、車椅子使用者用便房を１以上（当該車 
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椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場 

合にあっては、それぞれ1以上）設けなければならない。 

（３） (1)の規定により多数の者が利用する便所を設ける階 

（以下この項において「便所設置階」という。）において 

は、当該便所のうち１以上（当該便所設置階の床面積が１ 

万平方メートルを超える場合にあっては、次に掲げる区分 

に応じ、それぞれに定める数（当該数が(1)アの規定によ 

り便所設置階に設ける多数の者が利用する便所（車椅子使 

用者用便房のみを設けるものを除く。）の数を超えるとき 

は、当該多数の者が利用する便所の数）以上）に、車椅子 

使用者用便房を１以上（当該車椅子使用者用便房に男子用 

及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ1以 

上）設けなければならない。 

  ア 便所設置階の床面積が１万平方メートルを超え、４

万平方メートル以下の場合 ２ 

  イ 便所設置階の床面積が４万平方メートルを超える場

合 当該床面積に相当する数に２万分の１を乗じて得

た数（その数に１未満の端数があるときは、その端数

を切り上げた数） 

（４）(3)の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用

しない。 

  ア 便所設置階が直接地上へ通ずる出入口のある階であ

り、かつ、車椅子使用者用便房を1以上（当該車椅子使

用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合に

あっては、それぞれ1以上）設ける施設が同一敷地内の
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当該出入口に近接する位置にある場合 

イ 便所設置階の多数の者が利用する便所に設けるべき 

車椅子使用者用便房の全部又は一部を、当該便所設置 

階以外の便所設置階の多数の者が利用する便所に設け 

る場合 

  ウ 次に掲げる便所設置階の区分に応じ、それぞれに定

める場合 

   (ｱ) 男子用の多数の者が利用する便所のみを設ける

便所設置階 当該多数の者が利用する便所のうち１以

上（当該便所設置階の床面積が１万平方メートルを超

える場合にあっては、(3)に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれに定める数以上）に、男子用の車椅子使用者

用便房を1以上設ける場合 

  (ｲ) 女子用の多数の者が利用する便所のみを設ける便

所設置階 当該多数の者が利用する便所のうち1以上

（当該便所設置階の床面積が１万平方メートルを超え

る場合にあっては、(3)に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれに定める数以上）に、女子用の車椅子使用者用

便房を１以上設ける場合 

  エ 床面積が１，０００平方メートル未満の便所設置階

を有する建築物に、床面積が１，０００平方メートル

未満の階の床面積の合計に１，０００分の１を乗じて

得た数（その数に１未満の端数があるときは、その端

数を切り捨てた数）（１，０００平方メートル未満の

便所設置階（車椅子使用者用便房のみを設ける多数の
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者が利用する便所のみを設けるものを除く。）の階数

に相当する数を超える場合にあっては、当該階数に相

当する数）に(3)の規定により床面積が１，０００平方

メートル以上の便所設置階に設けるべき車椅子使用者

用便房の数を加えた数（アに規定する施設がアに規定

する位置にある場合にあっては、当該数から当該施設

に設ける車椅子使用者用便房（当該車椅子使用者用便

房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあって

は、それぞれの車椅子使用者用便房）の数を差し引い

た数）以上の車椅子使用者用便房（当該車椅子使用者

用便房（男子用の多数の者が利用する便所及び女子用

の多数の者が利用する便所を設ける階に設けるものに

限る。）に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあ

っては、それぞれの車椅子使用者用便房）を設ける場

合 

(5) 車椅子使用者用便房は次に掲げる構造のものとする。 

  ア 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 

  イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十

分な空間が確保されていること。 

  ウ 一般用の便所に近接し、分かりやすく利用しやすい

位置に設けること。 

  エ 車椅子使用者用便房及び便所の出入口には、当該車

椅子使用者用便房の設備及び機能を表示すること。 

(6) (2)から(5)までに定めるもののほか、(1)の規定により

設ける多数の者が利用する便所のうち１以上には、高
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齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の

水洗器具を設けた便房を1以上（当該便房に男子用及び

女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ1以

上）設けなければならない。 

(7) (2)から(6)までに定めるもののほか、(1)の規定により

設ける多数の者が利用する便所のうち１以上（当該便

所に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあって

は、それぞれ１以上）は、次に掲げる構造としなけれ

ばならない。 

  ア 床面には、段差を設けないこと。 

  イ 大便器は、１以上を腰掛式とすること。 

  ウ 腰掛式とした大便器の１以上に、手すりを設けるこ

と。 

(8) (2)から(6)までに定めるもののほか、(1)の規定により

設ける多数の者が利用する便所であって、男子用小便

器を設けるもののうち１以上には、床置式の小便器、

壁掛式の小便器（受け口の高さが３５センチメートル

以下のものに限る。）その他これらに類する小便器を 

１以上設け、当該小便器に手すりを設けなければなら

ない。 

９ 浴室

等 

（１） 多数の者が利用する浴室等を設ける場合には、床の

表面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げなければな

らない。 

（２） （１）の浴室等のうち１以上（男子用及び女子用の

区別があるときは、それぞれ１以上）は、次に掲げるもの
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でなければならない。 

ア 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されているこ

と。 

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分

な空間が確保されていること。 

ウ 出入口は、次に掲げるものであること。 

（ア） 幅は、８５センチメートル以上とすること。 

（イ） 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造そ

の他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造

とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

１０ 敷

地内の

通路 

（１） 多数の者が利用する敷地内の通路は、次に掲げるも

のでなければならない。 

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるこ

と。 

イ 段がある部分は、次に掲げるものであること。 

（ア） 手すりを設けること。 

（イ） 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色

相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別で

きるものとすること。 

（ウ） 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となる

ものを設けない構造とすること。 

（エ） 段がある部分の上下端には、点状ブロック等を

敷設すること。ただし、点状ブロック等の敷設が利用

上特に支障を来す場合には、仕上げの色を変えるなど

の代替措置により段を識別しやすくすること。 
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ウ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

（ア） 手すりを設けること。 

（イ） その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の

差が大きいことによりその存在を容易に識別できるも

のとすること。 

（２） 特定経路等を構成する敷地内の通路は、（１）に掲

げるもののほか、次に掲げるものであること。 

ア 幅は、１３５センチメートル以上とすること。ただし、

敷地等の状況によりやむを得ない場合は、１２０センチ

メートル以上とすることができる。 

イ ５０メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場

所を設けること。 

ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の

車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、か

つ、その前後に高低差がないこと。 

エ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

（ア） 幅は、段に代わるものにあっては１３５センチ

メートル以上、段に併設するものにあっては９０セン

チメートル以上とすること。 

（イ） 勾配は、２０分の１を超えないこと。ただし、

高さが１６センチメートル以下のものにあっては８分

の１以下、高さが７５センチメートル以下のもの又は

敷地の状況等によりやむを得ない場合は１２分の１以

下とすることができる。 

（ウ） 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 
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（エ） 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停

止することができる平たんな部分を設けること。 

（オ） 高さが７５センチメートルを超えるものにあっ

ては、７５センチメートル以内ごとに踏幅が１５０セ

ンチメートル以上の踊場を設けること。 

（３） １の項（１）に定める経路を構成する敷地内の通路

が、地形の特殊性により（２）の規定によることが困難で

ある場合におけるこの表の規定の適用については、１の項

（１）中「道等」とあるのは「当該共同住宅等の車寄せ」

とする。 

１１ 駐

車場 

（１） 多数の者が利用する駐車場には、次に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれに定める数以上の車椅子使用者用

駐車施設を設けなければならない。 

  ア 当該駐車場に設ける駐車施設の数（当該駐車場を２

以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設ける駐車

施設の総数。イにおいて同じ。）が２００以下の場合 

当該駐車施設の数に５０分の１を乗じて得た数（その

数に１未満の端数があるときは、その端数を切り上げ

た数） 

  イ 当該駐車場に設ける駐車施設の数が２００を超える

場合 当該駐車施設の数に１００分の１を乗じて得た

数（その数に１未満の端数があるときは、その端数を

切り上げた数）に２を加えた数 

（２）(1)の規定は、車椅子使用者が駐車場を利用する上で支

障がないものとして次に掲げる場合は、適用しない。 
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 ア 当該駐車場が多数の者が利用する駐車場のうち昇降機

その他の機械装置により自動車を駐車させる構造のも

の（以下「多数利用機械式駐車場」という。）であり、

かつ、その出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動

車に乗降することが可能な場所が１以上設けられてい

る場合 

 イ 多数利用機械式駐車場及び当該多数利用機械式駐車場

以外の多数の者が利用する駐車場を設ける場合であっ

て、次に掲げる基準に適合するとき 

  (ｱ) 当該多数利用機械式駐車場の出入口の部分に車椅

子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所

が1以上設けられていること。 

  (ｲ) 当該多数利用機械式駐車場に設ける駐車施設の数

（当該多数利用機械式駐車場を２以上設ける場合にあ

っては、当該多数利用機械式駐車場に設ける駐車施設

の総数）及び当該多数の者が利用する駐車場に設ける

車椅子使用者用駐車施設の数（当該駐車場を２以上設

ける場合にあっては、当該駐車場に設ける車椅子使用

者用駐車施設の総数）の合計数が(1)に掲げる場合の区

分に応じ、それぞれに定める数以上であること。 

 ウ 改修を行う場合であって、次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれに定める数以上の車椅子使用者用駐車施

設を多数の者が利用する駐車場に設けるとき 

  (ｱ) 当該改修に係る部分に設ける多数の者が利用する

駐車場に設ける駐車施設の数（当該改修に係る部分に
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多数の者が利用する駐車場を２以上設ける場合にあっ

ては、当該駐車場に設ける駐車施設の総数。以下この

(ｱ)及び(ｲ)において同じ。）が２００以下の場合 当

該駐車施設の数に５０分の１を乗じて得た数（その数

に１未満の端数があるときは、その端数を切り上げた

数） 

  (ｲ) 当該改修に係る部分に設ける多数の者が利用する

駐車場に設ける駐車施設の数が２００を超える場合 

当該駐車施設の数に１００分の１を乗じて得た数（そ

の数に１未満の端数があるときは、その端数を切り上

げた数）に２を加えた数 

  (ｳ) 当該改修に係る部分に多数の者が利用する駐車場

を設けない場合 １ 

（３） 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなけ

ればならない。 

 ア 幅は、３５０センチメートル以上とすること。 

 イ 当該車椅子使用者用駐車施設から多数の者が利用する 

居室等（以下この項において「利用居室等」という。当

該建築物に利用居室等が設けられていないときは、道

等。（４）において同じ。）までの経路の長さができる

だけ短くなる位置に設けること。 

（４） 多数の者が利用する駐車場に車椅子使用者用駐車施

設を設ける場合には、当該車椅子使用者用駐車施設又

はその付近に、当該車椅子使用者用駐車施設から利用

居室等までの経路についての誘導表示を設けなければ
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ならない。 

１２ 標

識 

移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降

機、便所又は駐車施設の付近には、それぞれ、当該エレベー

ターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示す

る次に掲げる要件に該当する標識を設けなければならない。 

（１） 高齢者、障害者等の見やすい位置に設けること。 

（２） 表示すべき内容が容易に識別できること（当該内容

が日本工業規格Z８２１０に定められているときは、これに

適合すること。）。 

１３ 案

内設備 

（１） 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地

内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の

昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他

の設備を設けなければならない。ただし、当該エレベータ

ーその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容易に視認

できる場合は、この限りでない。 

（２） 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地

内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の

昇降機又は便所の配置について、次に掲げる方法により、

視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。 

ア 文字等の浮き彫り 

イ 音による案内 

ウ 点字及びア又はイに類するもの 

（３） 案内所を設ける場合には、（１）及び（２）の規定

は適用しない。 

１４ 案 （１） 道等から１３の項（２）の規定による設備又は１３
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内設備

までの

経路 

の項（３）の規定による案内所までの経路は、そのうち１

以上を、視覚障害者が円滑に利用できる経路（以下この項

において「視覚障害者移動等円滑化経路等」という。）に

しなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、

この限りでない。 

ア 建築物の内にある当該建築物を管理する者等が常時勤

務する案内所から直接地上へ通ずる出入口を容易に視認

でき、かつ、道等から当該出入口までの経路が（２）に

定める基準に適合するものである場合 

（２） 視覚障害者移動等円滑化経路等は、次に掲げるもの

でなければならない。 

ア 視覚障害者移動等円滑化経路等に、視覚障害者の誘導

を行うために、線状ブロック等及び点状ブロック等を適

切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により

視覚障害者を誘導する設備を設けること。 

イ 視覚障害者移動等円滑化経路等を構成する敷地内の通

路の次に掲げる部分には、視覚障害者に対し警告を行う

ために、点状ブロック等を敷設すること。 

（ア） 車路に近接する部分 

（イ） 段がある部分の上下端に近接する部分又は傾斜

がある部分の上端に近接する部分（次に掲げる部分は

除く。） 

ａ 勾配が２０分の１を超えない傾斜がある部分の上

端に近接するもの 

ｂ 高さが１６センチメートルを超えず、かつ、勾配
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が１２分の１を超えない傾斜がある部分の上端に近

接するもの 

ｃ 段がある部分若しくは傾斜がある部分と連続して

手すりを設ける踊場等 

１５ 公

共的通

路 

公共的通路の１以上は、次に掲げる構造とすること。 

（１） 歩道状空地、屋外貫通通路、歩行者デッキ等の建築

物外部の公共的通路に係る構造は、次のものとする。 

ア 通路の幅は、２００センチメートル以上（都市計画、

許可等で別に定める幅がある場合には、当該幅以上）と

し、通行に支障がない高さ空間を確保すること。 

イ 通路面には段差を設けないこと。ただし、次に掲げる

要件に該当する傾斜路又は６の項若しくは７の項に定め

る基準を満たすエレベーターその他の昇降機を設けてい

る場合その他道路等の自然勾配が段に代わる傾斜路の勾

配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限り

でない。 

（ア） 手すりを設けること。 

（イ） その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の

差が大きいことによりその存在を容易に識別できるも

のとすること。 

（ウ） 幅は、段に代わるものにあっては１４０センチ

メートル以上、段に併設するものにあっては９０セン

チメートル以上とすること。 

（エ） 勾配は、２０分の１を超えないこと。 

（オ） 高さが７５センチメートルを超えるものにあっ
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ては、高さ７５センチメートル以内ごとに踏幅が１５

０センチメートル以上の踊場を設けること。 

（カ） 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

（キ） 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停

止することができる平たんな部分を設けること。 

ウ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるこ

と。 

エ 当該敷地外の道路又は公共的通路等に視覚障害者誘導

用ブロックが敷設されている場合には、連続性を確保し

て視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。ただし、

道路の歩道に沿って歩道状空地が設けられている場合に

は、当該歩道状空地に視覚障害者誘導用ブロックを敷設

しないことができる。 

オ 階段を設ける場合には、次に掲げる構造の階段とする

こと。 

（ア） 踊場を含めて、両側に手すりを設けること。 

（イ） 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色

相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別で

きるものとすること。 

（ウ） 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となる

ものを設けない構造とすること。 

（エ） 段がある部分の上下端に近接する通路の部分及

び段がある部分の上下端に近接する踊場（２５０セン

チメートル以下の直進のものを除く。）の部分には、

視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等
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を敷設すること。 

（オ） 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、

回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困

難であるときは、この限りでない。 

（カ） けあげの寸法は１８センチメートル以下、踏面

の寸法は２６センチメートル以上とすること。 

（キ） 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たっては、

手すりの幅は１０センチメートルを限度として、ない

ものとみなす。）は、１２０センチメートル以上とす

ること。 

（２） 屋内貫通通路、アトリウム、地下鉄連絡通路等の建

築物内部の公共的通路に係る構造は、次のものとする。 

ア 通路部分の幅は、２００センチメートル以上（都市計

画、許可等で別に定める幅がある場合には、当該幅以上）

とし、当該部分の天井の高さを２５０センチメートル以

上とすること。 

イ 通路面には段差を設けないこと。ただし、次に掲げる

要件に該当する傾斜路又は６の項若しくは７の項に定め

る基準を満たすエレベーターその他の昇降機を設けてい

る場合その他道路等の自然勾配が段に代わる傾斜路の勾

配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限り

でない。 

（ア） 手すりを設けること。 

（イ） その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の

差が大きいことによりその存在を容易に識別できるも
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のとすること。 

（ウ） 傾斜がある部分の上端に近接する通路の部分及

び傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分には、

視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等

を敷設すること。ただし、勾配が２０分の１を超えな

い傾斜がある部分の上端に近接するもの、高さが１６

センチメートルを超えない傾斜がある部分の上端に近

接するもの、又は直進で、長さが２５０センチメート

ル以下の踊場に設けるものについては、この限りでな

い。 

（エ） 幅は、段に代わるものにあっては１４０センチ

メートル以上、段に併設するものにあっては９０セン

チメートル以上とすること。 

（オ） 勾配は、１２分の１を超えないこと。 

（カ） 高さが７５センチメートルを超えるものにあっ

ては、高さ７５センチメートル以内ごとに踏幅が１５

０センチメートル以上の踊場を設けること。 

（キ） 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

（ク） 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停

止することができる平たんな部分を設けること。 

ウ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるこ

と。 

エ 道路又は建築物外の公共的通路等に視覚障害者誘導用

ブロックが敷設されている場合には、連続性を確保して

視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 
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オ 階段を設ける場合には、次に掲げる構造の階段とする

こと。 

（ア） 踊場を含めて、両側に手すりを設けること。 

（イ） 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色

相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別で

きるものとすること。 

（ウ） 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となる

ものを設けない構造とすること。 

（エ） 段がある部分の上下端に近接する通路の部分及

び段がある部分の上下端に近接する踊場（２５０セン

チメートル以下の直進のものを除く。）の部分には、

視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等

を敷設すること。 

（オ） 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、

回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困

難であるときは、この限りでない。 

（カ） けあげの寸法は１８センチメートル以下、踏面

の寸法は２６センチメートル以上とすること。 

（キ） 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たっては、

手すりの幅は１０センチメートルを限度として、ない

ものとみなす。）は、１２０センチメートル以上とす

ること。 

別表第５（第４条） 

（平２１規則３６・全改、平３１規則１９・令元規則１６・令

４規則２１・令５規則５４・一部改正） 
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建築物（共同住宅等を除く。）に関する遵守基準（特定都市施設） 

整備項目 遵守基準とすべき事項 

１ 移動

等円滑

化経路

等 

（１） 次に掲げる場合には、それぞれ次に定める経路のう

ち１以上（エに掲げる場合にあっては、その全て）を移動

等円滑化経路等にしなければならない。 

ア 建築物に、不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし

て高齢者、障害者等が利用する居室（以下この表におい

て「利用居室」という。）を設ける場合 道等から当該

利用居室までの経路（当該利用居室が観覧席又は客席で

ある場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。）。

ただし、幼稚園、保育所及び母子生活支援施設並びに理

髪店、クリーニング取次店、質屋及び貸衣装屋その他こ

れらに類するサービス業を営む店舗については、直接地

上へ通ずる出入口のある階（以下「地上階」という。）

又はその直上階若しくは直下階のみに利用居室を設ける

場合にあっては、当該地上階とその直上階又は直下階と

の間の上下の移動に係る部分を除く。 

 イ 建築物又はその敷地に車椅子使用者用便房（車椅子

使用者用客室に設けられるものを除く。）を設ける場合 

利用居室（当該建築物に利用居室が設けられていないと

きは、道等。ウにおいて同じ。）から当該車椅子使用者

用便房までの経路（当該利用居室が観覧席又は客席であ

る場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。） 

 ウ 建築物又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設

ける場合 当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室ま
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での経路（当該利用居室が観覧席又は客席である場合に

あっては、車椅子使用者用経路を含む。） 

エ 建築物が公共用歩廊である場合 その一方の側の道等

から当該公共用歩廊を通過し、その他方の側の道等まで

の経路（当該公共用歩廊又はその敷地にある部分に限

る。） 

（２） 移動等円滑化経路等上に、階段又は段を設けないこ

と。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併

設する場合は、この限りでない。 

２ 出入

口 

移動等円滑化経路等を構成する出入口は、次に掲げるもの

であること。 

（１） 幅は、８５センチメートル以上とすること（（２）

に掲げるもの並びにエレベーターの籠及び昇降路の出入口

に設けられるものを除く。）。 

（２） 直接地上へ通ずる出入口の幅は、１００センチメー

トル以上とすること。 

（３） 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他

の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、か

つ、その前後に高低差がないこと。 

３ 廊下

等 

（１） 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、

障害者等が利用する廊下等は、次に掲げるものでなければ

ならない。 

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるこ

と。 

イ 階段又は傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設する
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ものに限る。）の上端に近接する廊下等の部分（不特定

かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用

するものに限る。）には、視覚障害者に対し段差又は傾

斜の存在の警告を行うために、点状ブロック等を敷設す

ること。ただし、当該廊下等の部分が次に掲げるもので

ある場合は、この限りでない。 

（ア） 勾配が２０分の１を超えない傾斜がある部分の

上端に近接するもの 

（イ） 高さが１６センチメートルを超えず、かつ、勾

配が１２分の１を超えない傾斜がある部分の上端に近

接するもの 

（ウ） 主として自動車の駐車の用に供する施設に設け

るもの 

（２） 移動等円滑化経路等を構成する廊下等は、（１）に

掲げるもののほか、次に掲げるものであること。 

ア 幅は、１４０センチメートル以上とすること。 

イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の

車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、か

つ、その前後に高低差がないこと。 

ウ 階段の下端に近接する廊下等の部分（不特定かつ多数

の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するもの

に限る。）には、点状ブロック等を敷設すること（主と

して自動車の駐車の用に供する施設に設ける場合又は点

状ブロック等の敷設が施設の利用に特に支障を来す場合

を除く。）。 
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エ 授乳及びおむつ交換のできる場所を１以上設け、ベビ

ーベッド、いす等の設備を適切に配置するとともに、そ

の付近に、その旨の表示を行うこと（他に授乳及びおむ

つ交換のできる場所を設ける場合を除く。）。 

４ 階段 （１） 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、

障害者等が利用する階段は、次に掲げるものでなければな

らない。 

ア 段がある部分に、手すりを設けること。 

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるこ

と。 

ウ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は

彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるもの

とすること。 

エ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを

設けない構造とすること。 

オ 段がある部分の上端に近接する踊り場の部分（不特定

かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用

するものに限る。）には、視覚障害者に対し警告を行う

ために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、当該

踊り場の部分が主として自動車の駐車の用に供する施設

に設けられるものである場合又は段がある部分と連続し

て手すりが設けられているものである場合においては、

この限りでない。 

カ 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階

段以外の階段を設ける空間を確保することが困難である
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ときは、この限りでない。 

（２） 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、

障害者等が利用する階段のうち１以上は、（１）に掲げる

もののほか、次に掲げるものでなければならない。 

ア 踊り場に手すりを設けること。 

イ けあげの寸法は１８センチメートル以下、踏面の寸法

は２６センチメートル以上とすること。 

ウ 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たっては、手すり

の幅は１０センチメートルを限度として、ないものとみ

なす。）は、１２０センチメートル以上とすること。 

（３） （２）の規定は、６の項（１）に定める基準を満た

すエレベーター及びその乗降ロビーを併設する場合には、

適用しない。ただし、主として高齢者、障害者等が利用す

る階段については、この限りでない。 

５ 階段

に代わ

り、又は

これに

併設す

る傾斜

路 

（１） 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、

障害者等が利用する傾斜路（階段に代わり、又はこれに併

設するものに限る。）は、次に掲げるものでなければなら

ない。 

ア 勾配が１２分の１を超え、又は高さが１６センチメー

トルを超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。 

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるこ

と。 

ウ その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が

大きいことによりその存在を容易に識別できるものとす

ること。 
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エ 傾斜がある部分の上端に近接する踊り場の部分（不特

定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利

用するものに限る。）には、視覚障害者に対し警告を行

うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、当

該踊り場の部分が次に掲げるものである場合は、この限

りでない。 

（ア） 勾配が２０分の１を超えない傾斜がある部分の

上端に近接するもの 

（イ） 高さが１６センチメートルを超えず、かつ、勾

配が１２分の１を超えない傾斜がある部分の上端に近

接するもの 

（ウ） 主として自動車の駐車の用に供する施設に設け

るもの 

（エ） 傾斜がある部分と連続して手すりを設けるもの 

（２） 移動等円滑化経路等を構成する傾斜路（階段に代わ

り、又はこれに併設するものに限る。）は、（１）に掲げ

るもののほか、次に掲げるものであること。 

ア 幅は、階段に代わるものにあっては１４０センチメー

トル以上、階段に併設するものにあっては９０センチメ

ートル以上とすること。 

イ 勾配は、１２分の１を超えないこと。 

ウ 高さが７５センチメートルを超えるものにあっては、

高さ７５センチメートル以内ごとに踏幅が１５０センチ

メートル以上の踊り場を設けること。 

エ 手すりを設けること（（１）のアに規定する手すりが
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設けられている場合を除く。）。 

オ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

カ 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止する

ことができる平坦な部分を設けること。 

（３） 道等及び車椅子使用者用駐車施設から一般客室まで

の階段又は段を設けない経路（以下「宿泊者特定経路」と

いう。）を構成する傾斜路（階段に代わり、又はこれに併

設するものに限る。）は、次に掲げるものであること。 

ア 勾配が１２分の１を超え、又は高さが１６センチメー

トルを超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。 

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるこ

と。 

ウ その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が

大きいことによりその存在を容易に識別できるものとす

ること。 

エ 幅は、階段に代わるものにあっては１２０センチメー

トル以上、階段に併設するものにあっては９０センチメ

ートル以上とすること。 

オ 勾配は、１２分の１を超えないこと。ただし、高さが

１６センチメートル以下のものにあっては、８分の１を

超えないこと。 

カ 高さが７５センチメートルを超えるものにあっては、

高さ７５センチメートル以内ごとに踏幅が１５０センチ

メートル以上の踊り場を設けること。 

キ 両側に壁面又は立ち上がりを設けること。 
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ク 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止する

ことができる平坦な部分を設けること。 

６ エレ

ベータ

ー及び

その乗

降ロビ

ー 

（１） 移動等円滑化経路等を構成するエレベーター（７の

項に規定するものを除く。以下この項において同じ。）及

びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。 

ア 籠は、利用居室、車椅子使用者用便房（車椅子使用者

用客室に設けられるものを除く。）又は車椅子使用者用

駐車施設がある階及び地上階に停止すること。 

イ 籠及び昇降路の出入口の幅は、８０センチメートル以

上とすること。ただし、当該エレベーターを設ける建築

物の床面積の合計が５，０００平方メートルを超える場

合にあっては、９０センチメートル以上とすること。 

ウ 籠の奥行きは、１３５センチメートル以上とすること。 

エ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥

行きは、１５０センチメートル以上とすること。 

オ 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやす

い位置に制御装置を設けること。 

カ 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表

示する装置を設けること。 

キ 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置

を設けること。 

ク 不特定かつ多数の者が利用する建築物（床面積の合計

が２，０００平方メートル以上の建築物に限る。）の移

動等円滑化経路等を構成するエレベーターにあっては、

アからウまで、オ及びカに定めるもののほか、次に掲げ
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るものであること。 

（ア） 籠の幅は、１４０センチメートル以上とするこ

と。 

（イ） 籠は、車椅子の転回に支障がない構造とするこ

と。 

ケ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害

者が利用するエレベーター及び乗降ロビーにあっては、

アからクまでに定めるもののほか、次に掲げるものであ

ること。ただし、主として自動車の駐車の用に供する施

設に設けるものにおいては、この限りでない。 

（ア） 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の

出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設ける

こと。 

（イ） 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置（車椅子

使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装

置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設け

るものに限る。）は、次に掲げる方法により、視覚障

害者が円滑に操作できる構造とすること。 

a 文字等の浮き彫り 

b 音による案内 

c 点字及びa又はbに類するもの 

（ウ） 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向

を音声により知らせる装置を設けること。 

（２） 宿泊者特定経路を構成するエレベーター（７の項に

規定するものを除く。以下この項において同じ。）及びそ
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の乗降ロビーは、次に掲げるものであること。 

ア 籠は、各一般客室、車椅子使用者用便房又は車椅子使

用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。 

イ 籠及び昇降路の出入口の幅は、８０センチメートル以

上とすること。 

ウ 籠の奥行きは、１１５センチメートル以上とすること。 

エ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥

行きは、１５０センチメートル以上とすること。 

オ 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやす

い位置に制御装置を設けること。 

カ 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表

示する装置を設けること。 

キ 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置

を設けること。 

７ 特殊

な構造

又は使

用形態

のエレ

ベータ

ーその

他の昇

降機 

移動等円滑化経路等又は宿泊者特定経路を構成する特殊な

構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機（平成１８

年国土交通省告示第１４９２号第１に規定するもの）は、次

に掲げる構造とすること。 

（１） エレベーターにあっては、次に掲げるものであるこ

と。 

ア 平成１２年建設省告示第１４１３号第１第９号に規定

するものとすること。 

イ 籠の幅は７０センチメートル以上とし、かつ、奥行き

は１２０センチメートル以上とすること。 

ウ 車椅子使用者が籠内で方向を変更する必要がある場合
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にあっては、籠の幅及び奥行きが十分に確保されている

こと。 

（２） エスカレーターにあっては、平成１２年建設省告示

第１４１７号第１ただし書に規定するものであること。 

８ 便所 （１） 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、

障害者等が利用する便所（以下この項において「不特定多

数利用便所」という。）は、次に掲げるものでなければな

らない。 

 ア 不特定多数利用便所の数は、これらの者が利用する階

（次に掲げる階を除く。）の階数に相当する数以上とする

こと。 

  (ｱ) 直接地上へ通ずる出入口のある階であって、不特定

多数利用便所を１以上設ける施設が同一敷地内の当該出入

口に近接する位置にあるもの 

  (ｲ) 不特定かつ多数の者又は高齢者、障害者等（別表第

２の１建築物の部及び２小規模建築物の部の都市施設のう

ち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律第２条第１９号に規定する特別特定建築物（高齢者、障

害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第５条

第１号に規定する公立小学校等を除く。）その他これらに

類する施設でない施設にあっては多数の者）（以下この項

において「不特定多数の者等」という。）が利用する部分

の床面積が著しく小さい階、不特定多数の者等の滞在時間

が短い階その他の建築物の管理運営上不特定多数利用便所

を設けないことがやむを得ないと認められる階 
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 イ 不特定多数利用便所は、特定の階に偏ることなく不特

定多数の者等が利用する上で支障がない位置に配置するこ

と。 

 ウ 不特定多数利用便所の床の表面は、粗面とし、又は滑

りにくい材料で仕上げること。 

（２） 不特定多数利用便所を設ける場合には、当該便所の

うち１以上に、車椅子使用者用便房を１以上（当該車椅子

使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあ

っては、それぞれ１以上）設けなければならない。 

（３） (1)の規定により不特定多数利用便所を設ける階（以

下この項において「便所設置階」という。）においては、

当該便所のうち１以上（当該便所設置階の床面積が１万平

方メートルを超える場合にあっては、次に掲げる場合の区

分に応じ、それぞれに定める数（当該数が(1)アの規定によ

り便所設置階に設ける不特定多数利用便所（車椅子使用者

用便房のみを設けるものを除く。）の数を超える場合にあ

っては、当該不特定多数利用便所の数）以上）に、車椅子

使用者用便房を１以上（当該車椅子使用者用便房に男子用

及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ１以

上）設けなければならない。 

 ア 便所設置階の床面積が１万平方メートルを超え、４万

平方メートル以下の場合 ２ 

 イ 便所設置階の床面積が４万平方メートルを超える場合 

当該床面積に相当する数に２万分の１を乗じて得た数（そ

の数に１未満の端数があるときは、その端数を切り上げた
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数） 

（４）(3)の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用

しない。 

 ア 便所設置階が直接地上へ通ずる出入口のある階であ

り、かつ、車椅子使用者用便房を１以上（当該車椅子使用

者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあって

は、それぞれ１以上）設ける施設が同一敷地内の当該出入

口に近接する位置にある場合 

 イ 便所設置階の不特定多数利用便所に設けるべき車椅子

使用者用便房の全部又は一部を、当該便所設置階以外の便

所設置階の不特定多数利用便所に設ける場合 

 ウ 次に掲げる便所設置階の区分に応じ、それぞれに定め

る場合 

  (ｱ) 男子用の不特定多数利用便所のみを設ける便所設

置階 当該不特定多数利用便所のうち１以上（当該便

所設置階の床面積が１万平方メートルを超える場合に

あっては、(3)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに

定める数以上）に、男子用の車椅子使用者用便房を１

以上設ける場合 

(ｲ) 女子用の不特定多数利用便所のみを設ける便所設置

階 当該不特定多数利用便所のうち１以上（当該便所設

置階の床面積が１万平方メートルを超える場合にあっ

ては、(3)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定め

る数以上）に、女子用の車椅子使用者用便房を１以上設

ける場合 
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 エ 床面積が１，０００平方メートル未満の便所設置階を

有する建築物に、床面積が１，０００平方メートル未満の

階の床面積の合計に１，０００分の１を乗じて得た数（そ

の数に１未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた

数）（１，０００平方メートル未満の便所設置階（車椅子

使用者用便房のみを設ける不特定多数利用便所のみを設け

るものを除く。）の階数に相当する数を超える場合にあっ

ては、当該階数に相当する数）に(3)の規定により床面積が

１，０００平方メートル以上の便所設置階に設けるべき車

椅子使用者用便房の数を加えた数（アに規定する施設がア

に規定する位置にある場合にあっては、当該数から当該施

設に設ける車椅子使用者用便房（当該車椅子使用者用便房

に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それ

ぞれの車椅子使用者用便房）の数を差し引いた数）以上の

車椅子使用者用便房（当該車椅子使用者用便房（男子用の

不特定多数利用便所及び女子用の不特定多数利用便所を設

ける階に設けるものに限る。）に男子用及び女子用の区別

を設ける場合にあっては、それぞれの車椅子使用者用便房）

を設ける場合 

(5) 車椅子使用者用便房は次に掲げる構造のものとする。 

 ア 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 

 イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分

な空間が確保されていること。 

(6) (2)から(5)までに定めるもののほか、(1)の規定により

設ける不特定多数利用便所のうち１以上には、高齢者、障
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害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設

けた便房を１以上（当該便房に男子用及び女子用の区別を

設ける場合にあっては、それぞれ１以上）設けなければな

らない。 

(7) (2)から(6)までに定めるもののほか、(1)の規定により

設ける不特定多数利用便所のうち１以上には、ベビーチェ

アその他の乳幼児を座らせることができる設備を設けた便

房を１以上（当該便房に男子用及び女子用の区別を設ける

場合にあっては、それぞれ１以上）設け、当該便房及び便

所の出入口には、その旨の表示を行わなければならない。 

(8) (2)から(7)までに定めるもののほか、(1)の規定により

設ける不特定多数利用便所のうち１以上（当該便所に男子

用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ１

以上）には、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換が

できる設備を設け、当該便所の出入口には、その旨の表示

を行わなければならない（他におむつ交換ができる場所を

設ける場合を除く。）。 

(9) (2)から(8)までに定めるもののほか、(1)の規定により

設ける不特定多数利用便所であって、男子用小便器を設け

るもののうち１以上には、床置式の小便器、壁掛式の小便

器（受け口の高さが３５センチメートル以下のものに限

る。）その他これらに類する小便器を１以上設けなければ

ならない。 

９ 浴室

等 

（１） 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、

障害者等が利用する浴室等を設ける場合には、床の表面を
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粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げなければならない。 

（２） （１）の浴室等のうち１以上（男子用及び女子用の

区別があるときは、それぞれ１以上）は、次に掲げるもの

でなければならない。 

ア 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されているこ

と。 

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分

な空間が確保されていること。 

ウ 出入口は、次に掲げるものであること。 

（ア） 幅は、８５センチメートル以上とすること。 

（イ） 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造そ

の他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造

とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

１０ 宿

泊施設

の客室 

（１） 宿泊施設には、客室の総数が５０以上の場合は、車

椅子使用者用客室を客室の総数に１００分の１を乗じて得

た数（その数に１未満の端数が生じたときは、これを切り

上げて得た数）以上設けなければならない。 

（２） 車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでなければ

ならない。 

ア 便所は、次に掲げるものであること。ただし、当該客

室が設けられている階に不特定かつ多数の者が利用する

便所（車椅子使用者用便房が設けられたものに限る。）

が１以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それ

ぞれ１以上）設けられている場合は、この限りでない。 

（ア） 便所内に、次に掲げる構造の車椅子使用者用便
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房を設けること。 

a 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 

b 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう

十分な空間が確保されていること。 

（イ） 車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられて

いる便所の出入口は、次に掲げるものであること。 

a 幅は、８０センチメートル以上とすること。 

b 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他

の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造と

し、かつ、その前後に高低差がないこと。 

イ 浴室等は、次に掲げるものであること。ただし、当該

客室が設けられている建築物に不特定かつ多数の者が利

用する次に掲げる要件に該当する浴室等が１以上（男子

用及び女子用の区別があるときは、それぞれ１以上）設

けられている場合は、この限りでない。 

（ア） 車椅子使用者が円滑に利用することができるも

のとして次に掲げる構造であること。 

a 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されている

こと。 

b 車椅子使用者が円滑に利用できるよう十分な空間

が確保されていること。 

（イ） 出入口は、アの（イ）に掲げるものであること。 

（３） 一般客室は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 宿泊者特定経路を１以上確保すること。ただし、傾斜

路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は、
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この限りでない。 

イ 一般客室（和室部分を除く。ウ及びエにおいて同じ。）

の出入口の幅は、８０センチメートル以上とすること。 

ウ 一般客室内の１以上の便所及び１以上の浴室等の出入

口の幅は、７５センチメートル以上（一般客室の床面積

（和室部分及び同一客室内に複数の階がある場合におけ

る当該一般客室の出入口のある階の部分以外の部分の床

面積を除く。オにおいて同じ。）が１５平方メートル未

満の場合にあっては、７０センチメートル以上）とする

こと。 

エ 一般客室内（同一客室内に複数の階がある場合は、当

該一般客室の出入口のある階の部分に限る。）には階段

又は段を設けないこと。ただし、次の（ア）から（ウ）

までに掲げる場合に応じ、当該（ア）から（ウ）までに

定める部分を除く。 

（ア） 同一客室内に複数の階がある場合 当該一般客

室の出入口のある階とその直上階又は直下階との間の

上下の移動に係る階段又は段の部分 

（イ） 勾配が、１２分の１を超えない傾斜路を併設す

る場合 当該傾斜路が併設された階段又は段の部分 

（ウ） 浴室等の内側に防水上必要な最低限の高低差を

設ける場合 当該高低差の部分 

オ ウの規定に該当する便所及び浴室等の出入口に接する

通路その他これに類するもの（当該出入口に接して脱衣

室、洗面所その他これらに類する場所が設けられている
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場合にあっては、当該出入口を除く当該場所の１以上の

出入口及びこれに接する通路その他これに類するもの）

の幅は、１００センチメートル以上（一般客室の床面積

が１５平方メートル未満の場合にあっては、８０センチ

メートル以上）とすること。 

カ 当該宿泊者特定経路を構成する敷地内の通路が地形の

特性によりアの規定によることが困難である場合におけ

るアの規定の適用については、ア中「宿泊者特定経路」

とあるのは「当該ホテル又は旅館の車寄せ及び車椅子使

用者用駐車施設から一般客室までの階段又は段を設けな

い経路」とする。 

キ 宿泊者特定経路となるべき経路又はその一部が移動等

円滑化経路等又はその一部となる場合にあっては、当該

宿泊者特定経路となるべき経路又はその一部について

は、ア及びカの規定は適用しない。 

１１ 観

覧席・客

席 

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障

害者等が利用する観覧席又は客席は、次に掲げるものでな

ければならない。 

(1) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める数

以上の車椅子使用者用部分を設けること。 

  ア 当該観覧席又は客席に設ける座席の数が４００以

下の場合 ２ 

  イ 当該観覧席又は客席に設ける座席の数が４００を

超える場合 当該座席の数に２００分の１を乗じて

得た数（その数に１未満の端数があるときは、その端
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数を切り上げた数） 

(2) 車椅子使用者用部分が次に掲げる基準に適合している

こと。 

 ア 幅は、９０センチメートル以上とすること。 

 イ 奥行きは、１３５センチメートル以上とすること。 

 ウ 床は平らとすること。 

 エ 車椅子使用者のサイトライン（可視線）に配慮した位

置に設けること。 

(3) 集団補聴設備その他の高齢者、障害者等の利用に配慮

した設備を設けること。 

１２ 敷

地内の

通路 

（１） 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、

障害者等が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでな

ければならない。 

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるこ

と。 

イ 段がある部分は、次に掲げるものであること。 

（ア） 手すりを設けること。 

（イ） 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色

相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別で

きるものとすること。 

（ウ） 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となる

ものを設けない構造とすること。 

ウ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

（ア） 勾配が１２分の１を超え、又は高さが１６セン

チメートルを超え、かつ、勾配が２０分の１を超える
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傾斜がある部分には、手すりを設けること。 

（イ） その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の

差が大きいことによりその存在を容易に識別できるも

のとすること。 

（２） 移動等円滑化経路等を構成する敷地内の通路は、（１）

に掲げるもののほか、次に掲げるものであること。 

ア 幅は、１４０センチメートル以上とすること。 

イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の

車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、か

つ、その前後に高低差がないこと。 

ウ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

（ア） 幅は、段に代わるものにあっては１４０センチ

メートル以上、段に併設するものにあっては９０セン

チメートル以上とすること。 

（イ） 勾配は、２０分の１を超えないこと。 

（ウ） 手すりを設けること。 

（エ） 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

（オ） 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停

止することができる平たんな部分を設けること。 

（３） １の項（１）のアに定める経路を構成する敷地内の

通路が、地形の特殊性により（２）の規定によることが困

難である場合におけるこの表の規定の適用については、１

の項（１）のア中「道等」とあるのは「当該建築物の車寄

せ」とする。 

１３ 駐 （１） 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、
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車場 障害者等が利用する駐車場（以下この項において「不特定

多数利用駐車場」という。）には、次に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれに定める数以上の車椅子使用者用駐車施

設を設けなければならない。 

 ア 当該不特定多数利用駐車場に設ける駐車施設の数（当

該不特定多数利用駐車場を２以上設ける場合にあっては、

当該不特定多数利用駐車場に設ける駐車施設の総数。イに

おいて同じ。）が２００以下の場合 当該駐車施設の数に

５０分の１を乗じて得た数（その数に１未満の端数がある

ときは、その端数を切り上げた数） 

 イ 当該不特定多数利用駐車場に設ける駐車施設の数が２

００を超える場合 当該駐車施設の数に１００分の１を乗

じて得た数（その数に１未満の端数があるときは、その端

数を切り上げた数）に２を加えた数 

（２） (1)の規定は、車椅子使用者が駐車場を利用する上で

支障がないものとして次に掲げる場合は、適用しない。 

 ア 当該駐車場が不特定多数利用機械式駐車場のうち昇降

機その他の機械装置により自動車を駐車させる構造のもの

（以下この項において「不特定多数利用機械式駐車場」と

いう。）であり、かつ、その出入口の部分に車椅子使用者

が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が１以上設け

られている場合 

 イ 不特定多数利用機械式駐車場及び当該不特定多数利用

機械式駐車場以外の不特定多数利用駐車場を設ける場合で

あって、次に掲げる基準に適合するとき 
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  (ｱ) 当該不特定多数利用機械式駐車場の出入口の部分

に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場

所が１以上設けられていること。 

  (ｲ) 当該不特定多数利用機械式駐車場に設ける駐車施

設の数（当該不特定多数利用機械式駐車場を２以上設ける

場合にあっては、当該不特定多数利用機械式駐車場に設け

る駐車施設の総数）及び当該不特定多数利用駐車場に設け

る車椅子使用者用駐車施設の数（当該不特定多数利用駐車

場を２以上設ける場合にあっては、当該不特定多数利用駐

車場に設ける車椅子使用者用駐車施設の総数）の合計数が

(1)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める数以上で

あること。 

 ウ 改修を行う場合であって、次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれに定める数以上の車椅子使用者用駐車施設を

不特定多数利用駐車場に設けるとき 

  (ｱ) 当該改修に係る部分に設ける不特定多数利用駐車

場に設ける駐車施設の数（当該改修に係る部分に不特定多

数利用駐車場を２以上設ける場合にあっては、当該不特定

多数利用駐車場に設ける駐車施設の総数。以下この(ｱ)及び

(ｲ)において同じ。）が２００以下の場合 当該駐車施設の

数に５０分の１を乗じて得た数（その数に１未満の端数が

あるときは、その端数を切り上げた数） 

  (ｲ) 当該改修に係る部分に設ける不特定多数利用駐車

場に設ける駐車施設の数が２００を超える場合 当該駐車

施設の数に１００分の１を乗じて得た数（その数に１未満
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の端数があるときは、その端数を切り上げた数）に２を加

えた数 

  (ｳ) 当該改修に係る部分に不特定多数利用駐車場を設

けない場合 １ 

（３） 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなけ

ればならない。 

 ア 幅は、３５０センチメートル以上とすること。 

 イ 当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室（当該建築

物に利用居室が設けられていないときは、道等。（４）に

おいて同じ。）までの経路の長さができるだけ短くなる位

置に設けること。 

（４） 不特定多数利用駐車場に車椅子使用者用駐車施設を

設ける場合には、当該車椅子使用者用駐車施設又はその付

近に、当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経

路についての誘導表示を設けなければならない。 

１４ 標

識 

移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降

機、便所又は駐車施設の付近には、それぞれ、当該エレベー

ターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示す

る次に掲げる要件に該当する標識を設けなければならない。 

（１） 高齢者、障害者等の見やすい位置に設けること。 

（２） 表示すべき内容が容易に識別できること（当該内容

が日本産業規格Z８２１０に定められているときは、これに

適合すること。）。 

１５ 案

内設備 

（１） 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地

内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の
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昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他

の設備を設けなければならない。ただし、当該エレベータ

ーその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容易に視認

できる場合は、この限りでない。 

（２） 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地

内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の

昇降機又は便所の配置について、次に掲げる方法により、

視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。 

ア 文字等の浮き彫り 

イ 音による案内 

ウ 点字及びア又はイに類するもの 

（３） 案内所を設ける場合には、（１）及び（２）の規定

は適用しない。 

１６ 案

内設備

までの

経路 

（１） 道等から１５の項（２）の規定による設備又は１５

の項（３）の規定による案内所までの経路（不特定かつ多

数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するもの

に限る。）は、そのうち１以上を、視覚障害者が円滑に利

用できる経路（以下この項において「視覚障害者移動等円

滑化経路」という。）にしなければならない。ただし、次

に掲げる場合においては、この限りでない。 

ア 建築物の内にある当該建築物を管理する者等が常時勤

務する案内所から直接地上へ通ずる出入口を容易に視認

でき、かつ、道等から当該出入口までの経路が（２）に

定める基準に適合するものである場合 

イ 道等から案内設備までの経路が主として自動車の駐車
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の用に供する施設に設けるもの 

（２） 視覚障害者移動等円滑化経路は、次に掲げるもので

なければならない。 

ア 視覚障害者移動等円滑化経路に、視覚障害者の誘導を

行うために、線状ブロック等及び点状ブロック等を適切

に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視

覚障害者を誘導する設備を設けること。ただし、進行方

向を変更する必要がない風除室内においては、この限り

でない。 

イ 視覚障害者移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路

の次に掲げる部分には、視覚障害者に対し警告を行うた

めに、点状ブロック等を敷設すること。 

（ア） 車路に近接する部分 

（イ） 段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接

する部分（次に掲げる部分は除く。） 

ａ 勾配が２０分の１を超えない傾斜がある部分の上

端に近接するもの 

ｂ 高さが１６センチメートルを超えず、かつ、勾配

が１２分の１を超えない傾斜がある部分の上端に近

接するもの 

ｃ 段がある部分若しくは傾斜がある部分と連続して

手すりを設ける踊場等 

１７ 公

共的通

路 

公共的通路の１以上は、次に掲げる構造とすること。 

（１） 歩道状空地、屋外貫通通路、歩行者デッキ等の建築

物外部の公共的通路に係る構造は、次のものとする。 
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ア 通路の幅は、２００センチメートル以上（都市計画、

許可等で別に定める幅がある場合には、当該幅以上）と

し、通行に支障がない高さ空間を確保すること。 

イ 通路面には段差を設けないこと。ただし、次に掲げる

要件に該当する傾斜路又は６の項（１）若しくは７の項

（１）に定める基準を満たすエレベーターその他の昇降

機を設けている場合その他道路等の自然勾配が段に代わ

る傾斜路の勾配を上回る場合等地形上やむを得ない場合

は、この限りでない。 

（ア） 手すりを設けること。 

（イ） その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の

差が大きいことによりその存在を容易に識別できるも

のとすること。 

（ウ） 幅は、段に代わるものにあっては１４０センチ

メートル以上、段に併設するものにあっては９０セン

チメートル以上とすること。 

（エ） 勾配は、２０分の１を超えないこと。 

（オ） 高さが７５センチメートルを超えるものにあっ

ては、高さ７５センチメートル以内ごとに踏幅が１５

０センチメートル以上の踊り場を設けること。 

（カ） 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

（キ） 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停

止することができる平坦な部分を設けること。 

ウ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるこ

と。 
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エ 当該敷地外の道路又は公共的通路等に視覚障害者誘導

用ブロックが敷設されている場合には、連続性を確保し

て視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。ただし、

道路の歩道に沿って歩道状空地が設けられている場合に

は、当該歩道状空地に視覚障害者誘導用ブロックを敷設

しないことができる。 

オ 階段を設ける場合には、次に掲げる構造の階段とする

こと。 

（ア） 踊り場を含めて、両側に手すりを設けること。 

（イ） 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色

相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別で

きるものとすること。 

（ウ） 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となる

ものを設けない構造とすること。 

（エ） 段がある部分の上下端に近接する通路の部分及

び段がある部分の上下端に近接する踊り場（２５０セ

ンチメートル以下の直進のものを除く。）の部分には、

視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等

を敷設すること。 

（オ） 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、

回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困

難であるときは、この限りでない。 

（カ） けあげの寸法は１８センチメートル以下、踏面

の寸法は２６センチメートル以上とすること。 

（キ） 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たっては、
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手すりの幅は１０センチメートルを限度として、ない

ものとみなす。）は、１２０センチメートル以上とす

ること。 

（２） 屋内貫通通路、アトリウム、地下鉄連絡通路等の建

築物内部の公共的通路に係る構造は、次のものとする。 

ア 通路部分の幅は、２００センチメートル以上（都市計

画、許可等で別に定める幅がある場合には、当該幅以上）

とし、当該部分の天井の高さを２５０センチメートル以

上とすること。 

イ 通路面には段差を設けないこと。ただし、次に掲げる

要件に該当する傾斜路又は６の項（１）若しくは７の項

（１）に定める基準を満たすエレベーターその他の昇降

機を設けている場合その他道路等の自然勾配が段に代わ

る傾斜路の勾配を上回る場合等地形上やむを得ない場合

は、この限りでない。 

（ア） 手すりを設けること。 

（イ） その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の

差が大きいことによりその存在を容易に識別できるも

のとすること。 

（ウ） 傾斜がある部分の上端に近接する通路の部分及

び傾斜がある部分の上端に近接する踊り場の部分に

は、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロッ

ク等を敷設すること。ただし、勾配が２０分の１を超

えない傾斜がある部分の上端に近接するもの、高さが

１６センチメートルを超えない傾斜がある部分の上端
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に近接するもの、又は直進で、長さが２５０センチメ

ートル以下の踊り場に設けるものについては、この限

りでない。 

（エ） 幅は、段に代わるものにあっては１４０センチ

メートル以上、段に併設するものにあっては９０セン

チメートル以上とすること。 

（オ） 勾配は、１２分の１を超えないこと。 

（カ） 高さが７５センチメートルを超えるものにあっ

ては、高さ７５センチメートル以内ごとに踏幅が１５

０センチメートル以上の踊り場を設けること。 

（キ） 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

（ク） 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停

止することができる平坦な部分を設けること。 

ウ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるこ

と。 

エ 道路又は建築物外の公共的通路等に視覚障害者誘導用

ブロックが敷設されている場合には、連続性を確保して

視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 

オ 階段を設ける場合には、次に掲げる構造の階段とする

こと。 

（ア） 踊り場を含めて、両側に手すりを設けること。 

（イ） 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色

相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別で

きるものとすること。 

（ウ） 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となる
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ものを設けない構造とすること。 

（エ） 段がある部分の上下端に近接する通路の部分及

び段がある部分の上下端に近接する踊り場（２５０セ

ンチメートル以下の直進のものを除く。）の部分には、

視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等

を敷設すること。 

（オ） 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、

回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困

難であるときは、この限りでない。 

（カ） けあげの寸法は１８センチメートル以下、踏面

の寸法は２６センチメートル以上とすること。 

（キ） 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たっては、

手すりの幅は１０センチメートルを限度として、ない

ものとみなす。）は、１２０センチメートル以上とす

ること。 

備考 遵守基準は、この表に定める事項に基づき、建築物（共同住宅

を除く。）の用途及び規模を勘案し市長が別に定めるものによるも

のとする。 

別表第６（第４条） 

（平２１規則３６・全改、平３１規則１９・令元規則１６・令

４規則２１・一部改正） 

建築物（共同住宅等）に関する遵守基準（特定都市施設） 

整備項目 遵守基準とすべき事項 

１ 特定

経路 

（１） 共同住宅等においては、道等から各住戸（地上階又

はその直上階若しくは直下階のみに住戸がある共同住宅等
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にあっては、地上階にあるものに限る。以下同じ。）まで

の経路のうち１以上を、多数の者が円滑に利用できる経路

（以下この表において「特定経路」という。）にしなけれ

ばならない。 

（２） 共同住宅等に、多数の者が利用する居室、車椅子使

用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設を設ける場合にお

いては、別表第５のうち移動等円滑化経路等に係る規定を

適用する。この場合において、同表のうち移動等円滑化経

路等に係る規定の適用を受けた特定経路となるべき経路又

はその一部については、この表の規定は適用しない。 

（３） 特定経路上には、階段又は段を設けないこと。ただ

し、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場

合は、この限りでない。 

２ 出入

口 

特定経路を構成する出入口は、次に掲げるものであること。 

（１） 幅は、８０センチメートル以上とすること。 

（２） 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他

の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、か

つ、その前後に高低差がないこと。 

３ 廊下

等 

（１） 多数の者が利用する廊下等は、次に掲げるものでな

ければならない。 

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるこ

と。 

（２） 特定経路を構成する廊下等は、（１）に掲げるもの

のほか、次に掲げるものであること。 

ア 幅は、１２０センチメートル以上とすること。 
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イ ５０メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場

所を設けること。 

ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の

車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、か

つ、その前後に高低差がないこと。 

４ 階段 （１） 多数の者が利用する階段は、次に掲げるものでなけ

ればならない。 

ア 段がある部分に、手すりを設けること。 

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるこ

と。 

ウ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は

彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるもの

とすること。 

エ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを

設けない構造とすること。 

オ 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階

段以外の階段を設ける空間を確保することが困難である

ときは、この限りでない。 

（２） 多数の者が利用する階段のうち１以上は、（１）に

掲げるもののほか、次に掲げるものでなければならない。 

ア 踊場に手すりを設けること。 

イ けあげの寸法は１８センチメートル以下、踏面の寸法

は２６センチメートル以上とすること。 

ウ 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たっては、手すり

の幅は１０センチメートルを限度として、ないものとみ
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なす。）は、１２０センチメートル以上とすること。 

（３） （２）の規定は、別表第５の６の項に定める基準を

満たすエレベーター及びその乗降ロビーを併設する場合に

は、適用しない。ただし、主として高齢者、障害者等が利

用する階段については、この限りでない。 

５ 階段

に代わ

り、又は

これに

併設す

る傾斜

路 

（１） 多数の者が利用する傾斜路（階段に代わり、又はこ

れに併設するものに限る。）は、次に掲げるものでなけれ

ばならない。 

ア 勾配が１２分の１を超え、又は高さが１６センチメー

トルを超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。 

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるこ

と。 

ウ その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が

大きいことによりその存在を容易に識別できるものとす

ること。 

（２） 特定経路を構成する傾斜路（階段に代わり、又はこ

れに併設するものに限る。）は、（１）に掲げるもののほ

か、次に掲げるものであること。 

ア 幅は、階段に代わるものにあっては１２０センチメー

トル以上、階段に併設するものにあっては９０センチメ

ートル以上とすること。 

イ 勾配は、１２分の１を超えないこと。ただし、高さが

１６センチメートル以下のものにあっては、８分の１を

超えないこと。 

ウ 高さが７５センチメートルを超えるものにあっては、
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高さ７５センチメートル以内ごとに踏幅が１５０センチ

メートル以上の踊場を設けること。 

エ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

オ 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止する

ことができる平たんな部分を設けること。 

６ エレ

ベータ

ー及び

その乗

降ロビ

ー 

特定経路を構成するエレベーター（７の項に規定するもの

を除く。以下この項において同じ。）及びその乗降ロビーは、

次に掲げるものであること。 

（１） 籠は、各住戸、車椅子使用者用便房又は車椅子使用

者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。 

（２） 籠及び昇降路の出入口の幅は、８０センチメートル

以上とすること。 

（３） 籠の奥行きは、１１５センチメートル以上とするこ

と。 

（４） 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び

奥行きは、１５０センチメートル以上とすること。 

（５） 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しや

すい位置に制御装置を設けること。 

（６） 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を

表示する装置を設けること。 

（７） 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装

置を設けること。 

７ 特殊

な構造

又は使

特定経路を構成する特殊な構造又は使用形態のエレベータ

ーその他の昇降機（平成１８年国土交通省告示第１４９２号

第１に規定するもの）は、次に掲げる構造とすること。 
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用形態

のエレ

ベータ

ーその

他の昇

降機 

（１） エレベーターにあっては、次に掲げるものであるこ

と。 

ア 平成１２年建設省告示第１４１３号第１第９号に規定

するものとすること。 

イ 籠の幅は７０センチメートル以上とし、かつ、奥行き

は１２０センチメートル以上とすること。 

ウ 車椅子使用者が籠内で方向を変更する必要がある場合

にあっては、籠の幅及び奥行きが十分に確保されている

こと。 

（２） エスカレーターにあっては、平成１２年建設省告示

第１４１７号第１ただし書に規定するものであること。 

８ 便所 （１）多数の者が利用する便所は、次に掲げるものでなけれ

ばならない。 

 ア 多数の者が利用する便所の数は、多数の者が利用する

階（次に掲げる階を除く。）の階数に相当する数以上とす

ること。 

  (ｱ) 直接地上へ通ずる出入口のある階であって、多数の

者が利用する便所を1以上設ける施設が同一敷地内の当該

出入口に近接する位置にあるもの 

  (ｲ) 多数の者が利用する部分の床面積が著しく小さい

階、多数の者の滞在時間が短い階その他の建築物の管理運

営上多数の者が利用する便所を設けないことがやむを得な

いと認められる階 

イ 多数の者が利用する便所は、特定の階に偏ることなく多

数の者が利用する上で支障がない位置に配置すること。 
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 ウ 多数の者が利用する便所の床の表面は、粗面とし、又

は滑りにくい材料で仕上げること。 

（２） 多数の者が利用する便所を設ける場合には、当該便

所のうち１以上に、車椅子使用者用便房を１以上（当該車

椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合

にあっては、それぞれ１以上）設けなければならない。 

（３）(1)の規定により多数の者が利用する便所を設ける階

（以下この項において「便所設置階」という。）において

は、当該便所のうち、１以上（当該便所設置階の床面積が

１万平方メートルを超える場合にあっては、次に掲げる場

合の区分に応じ、それぞれに定める数（当該数が(1)アの規

定により便所設置階に設ける多数の者が利用する便所（車

椅子使用者用便房のみを設けるものを除く。）の数を超え

るときは、当該便所の数）以上）に、車椅子使用者用便房

を１以上（当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の

区別を設ける場合にあっては、それぞれ１以上）設けなけ

ればならない。 

 ア 便所設置階の床面積が１万平方メートルを超え、４万

平方メートル以下の場合 ２ 

 イ 便所設置階の床面積が４万平方メートルを超える場合 

当該床面積に相当する数に２万分の１を乗じて得た数（そ

の数に１未満の端数があるときは、その端数を切り上げた

数） 

(4) (3)の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用

しない。 
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 ア 便所設置階が直接地上へ通ずる出入口のある階であ

り、かつ、車椅子使用者用便房を１以上（当該車椅子使用

者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあって

は、それぞれ１以上）設ける施設が同一敷地内の当該出入

口に近接する位置にある場合 

 イ 便所設置階の多数の者が利用する便所に設けるべき車

椅子使用者用便房の全部又は一部を、当該便所設置階以外

の便所設置階の多数の者が利用する便所に設ける場合 

 ウ 次に掲げる便所設置階の区分に応じ、それぞれに定め

る場合 

  (ｱ) 男子用の多数の者が利用する便所のみを設ける便

所設置階当該多数の者が利用する便所のうち１以上（当該

便所設置階の床面積が１万平方メートルを越える場合にあ

っては、(3)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める

数以上）に、男子用の車椅子使用者用便房を１以上設ける

場合 

  (ｲ) 女子用の多数の者が利用する便所のみを設ける便

所設置階当該多数の者が利用する便所のうち１以上（当該

便所設置階の床面積が１万平方メートルを超える場合にあ

っては、(3)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める

数以上）に、女子用の車椅子使用者用便房を１以上設ける

場合 

エ 床面積が１，０００平方メートル未満の便所設置階を有

する建築物に、床面積が１，０００平方メートル未満の階

の床面積の合計に１，０００分の１を乗じて得た数（その
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数に１未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数）

（１，０００平方メートル未満の便所設置階（車椅子使用

者用便房のみを設ける多数の者が利用する便所のみを設け

るものを除く。）の階数に相当する数を超える場合にあっ

ては、当該階数に相当する数）に(3)の規定により床面積が

１，０００平方メートル以上の便所設置階に設けるべき車

椅子使用者用便房の数を加えた数（アに規定する施設がア

に規定する位置にある場合にあっては、当該数から当該施

設に設ける車椅子使用者用便房（当該車椅子使用者用便房

に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それ

ぞれの車椅子使用者用便房）の数を差し引いた数）以上の

車椅子使用者用便房（当該車椅子使用者用便房（男子用の

多数の者が利用する便所及び女子用の多数の者が利用する

便所を設ける階に設けるものに限る。）に男子用及び女子

用の区別を設ける場合にあっては、それぞれの車椅子使用

者用便房）を設ける場合 

(5) 車椅子使用者用便房は次に掲げる構造のものとする。 

 ア 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 

 イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分

な空間が確保されていること。 

(6) (2)から(5)までに定めるもののほか、(1)の規定により

設ける多数の者が利用する便所のうち１以上には、高齢者、

障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を

設けた便房を１以上（当該便房に男子用及び女子用の区別

を設ける場合にあっては、それぞれ１以上）設けなければ
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ならない。 

(7) (2)から(6)までに定めるもののほか、(1)の規定により

設ける多数の者が利用する便所であって、男子用小便器を

設けるもののうち１以上には、床置式の小便器、壁掛式の

小便器（受け口の高さが３５センチメートル以下のものに

限る。）その他これらに類する小便器を1以上設けなければ

ならない。 

９ 浴室

等 

（１） 多数の者が利用する浴室等を設ける場合には、床の

表面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げなければな

らない。 

（２） （１）の浴室等のうち１以上（男子用及び女子用の

区別があるときは、それぞれ１以上）は、次に掲げるもの

でなければならない。 

ア 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されているこ

と。 

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分

な空間が確保されていること。 

ウ 出入口は、次に掲げるものであること。 

（ア） 幅は、８５センチメートル以上とすること。 

（イ） 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造そ

の他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造

とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

１０ 敷

地内の

通路 

（１） 多数の者が利用する敷地内の通路は、次に掲げるも

のでなければならない。 

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるこ
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と。 

イ 段がある部分は、次に掲げるものであること。 

（ア） 手すりを設けること。 

（イ） 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色

相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別で

きるものとすること。 

（ウ） 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となる

ものを設けない構造とすること。 

ウ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

（ア） 勾配が１２分の１を超え、又は高さが１６セン

チメートルを超え、かつ、勾配が２０分の１を超える

傾斜がある部分には、手すりを設けること。 

（イ） その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の

差が大きいことによりその存在を容易に識別できるも

のとすること。 

（２） 特定経路を構成する敷地内の通路は、（１）に掲げ

るもののほか、次に掲げるものであること。 

ア 幅は、１２０センチメートル以上とすること。 

イ ５０メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場

所を設けること。 

ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の

車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、か

つ、その前後に高低差がないこと。 

エ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

（ア） 幅は、段に代わるものにあっては１２０センチ
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メートル以上、段に併設するものにあっては９０セン

チメートル以上とすること。 

（イ） 勾配は、１２分の１を超えないこと。ただし、

高さが１６センチメートル以下のものにあっては、８

分の１を超えないこと。 

（ウ） 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

（エ） 傾斜路の始点及び終点には、車いすが安全に停

止することができる平たんな部分を設けること。 

（オ） 高さが７５センチメートルを超えるもの（勾配

が２０分の１を超えるものに限る。）にあっては、高

さ７５センチメートル以内ごとに踏幅が１５０センチ

メートル以上の踊場を設けること。 

（３） １の項（１）に定める経路を構成する敷地内の通路

が、地形の特殊性により（２）の規定によることが困難で

ある場合におけるこの表の規定の適用については、１の項

（１）中「道等」とあるのは「当該共同住宅等の車寄せ」

とする。 

１１ 駐

車場 

（１）多数の者が利用する駐車場には、次に掲げる場合の区

分に応じ、それぞれに定める数以上の車椅子使用者用駐車

施設を設けなければならない。 

 ア 当該駐車場に設ける駐車施設の数（当該駐車場を２以

上設ける場合にあっては、当該駐車場に設ける駐車施設の

総数。(2)において同じ。）が２００以下の場合 当該駐車

施設の数に５０分の１を乗じて得た数（その数に１未満の

端数があるときは、その端数を切り上げた数） 
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 イ 当該駐車場に設ける駐車施設の数が２００を超える場

合 当該駐車施設の数に１００分の１を乗じて得た数（そ

の数に１未満の端数があるときは、その端数を切り上げた

数）に２を加えた数 

（２） (1)の規定は、車椅子使用者が駐車場を利用する上で

支障がないものとして次に掲げる場合は、適用しない。 

 ア 多数利用機械式駐車場であり、かつ、その出入口の部

分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な

場所が１以上設けられている場合 

 イ 多数利用機械式駐車場及び当該多数利用機械式駐車場

以外の多数の者が利用する駐車場を設ける場合であって、

次に掲げる基準に適合するとき 

  （ア）当該多数利用機械式駐車場の出入口の部分に車椅

子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が1

以上設けられていること。 

  （イ）当該多数利用機械式駐車場に設ける駐車施設の数

（当該多数利用機械式駐車場を２以上設ける場合にあって

は、当該多数利用機械式駐車場に設ける駐車施設の総数）

及び当該多数の者が利用する駐車場に設ける車椅子使用者

用駐車施設の数（当該駐車場を２以上設ける場合にあって

は、当該駐車場に設ける車椅子使用者用駐車施設の総数）

の合計数が(1)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定め

る数以上であること。 

 ウ 改修を行う場合であって、次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれに定める数以上の車椅子使用者用駐車施設を
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多数の者が利用する駐車場に設けるとき 

（ア） 当該改修に係る部分に設ける多数の者が利用す 

る駐車場に設ける駐車施設の数（当該改修に係る部分に

多数の者が利用する駐車場を２以上設ける場合にあって

は、当該駐車場に設ける駐車施設の総数。以下この(ｱ)及

び(ｲ)において同じ。）が２００以下の場合 当該駐車施

設の数に５０分の１を乗じて得た数（その数に１未満の

端数があるときは、その端数を切り上げた数） 

（イ） 当該改修に係る部分に設ける多数の者が利用す 

る駐車場に設ける駐車施設の数が２００を超える場合 

当該駐車施設の数に１００分の１を乗じて得た数（その

数に１未満の端数があるときは、その端数を切り上げた

数）に２を加えた数 

（ウ）当該改修に係る部分に多数の者が利用する駐車場

を設けない場合 １ 

（３）車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなけれ

ばならない。 

ア 幅は、３５０センチメートル以上とすること。 

イ 当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室（当該建築

物に利用居室が設けられていないときは、道等。（４）

において同じ。）までの経路の長さができるだけ短くな

る位置に設けること。 

（４） 多数の者が利用する駐車場に車椅子使用者用駐車施

設を設ける場合には、当該車椅子使用者用駐車施設又はそ

の付近に、当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室まで
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の経路についての誘導表示を設けなければならない。 

１２ 標

識 

移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降

機、便所又は駐車施設の付近には、それぞれ、当該エレベー

ターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示す

る次に掲げる要件に該当する標識を設けなければならない。 

（１） 高齢者、障害者等の見やすい位置に設けること。 

（２） 表示すべき内容が容易に識別できること（当該内容

が日本産業規格Z８２１０に定められているときは、これに

適合すること。）。 

１３ 案

内設備 

（１） 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地

内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の

昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他

の設備を設けなければならない。ただし、当該エレベータ

ーその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容易に視認

できる場合は、この限りでない。 

（２） 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地

内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の

昇降機又は便所の配置について、次に掲げる方法により、

視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。 

ア 文字等の浮き彫り 

イ 音による案内 

ウ 点字及びア又はイに類するもの 

（３） 案内所を設ける場合には、（１）及び（２）の規定

は適用しない。 

１４ 公 公共的通路の１以上は、次に掲げる構造とすること。 
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共的通

路 

（１） 歩道状空地、屋外貫通通路、歩行者デッキ等の建築

物外部の公共的通路に係る構造は、次のものとする。 

ア 通路の幅は、２００センチメートル以上（都市計画、

許可等で別に定める幅がある場合には、当該幅以上）と

し、通行に支障がない高さ空間を確保すること。 

イ 通路面には段差を設けないこと。ただし、次に掲げる

要件に該当する傾斜路又は６の項若しくは７の項に定め

る基準を満たすエレベーターその他の昇降機を設けてい

る場合その他道路等の自然勾配が段に代わる傾斜路の勾

配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限り

でない。 

（ア） 手すりを設けること。 

（イ） その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の

差が大きいことによりその存在を容易に識別できるも

のとすること。 

（ウ） 幅は、段に代わるものにあっては１４０センチ

メートル以上、段に併設するものにあっては９０セン

チメートル以上とすること。 

（エ） 勾配は、２０分の１を超えないこと。 

（オ） 高さが７５センチメートルを超えるものにあっ

ては、高さ７５センチメートル以内ごとに踏幅が１５

０センチメートル以上の踊場を設けること。 

（カ） 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

（キ） 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停

止することができる平たんな部分を設けること。 
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ウ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるこ

と。 

エ 当該敷地外の道路又は公共的通路等に視覚障害者誘導

用ブロックが敷設されている場合には、連続性を確保し

て視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。ただし、

道路の歩道に沿って歩道状空地が設けられている場合に

は、当該歩道状空地に視覚障害者誘導用ブロックを敷設

しないことができる。 

オ 階段を設ける場合には、次に掲げる構造の階段とする

こと。 

（ア） 踊場を含めて、両側に手すりを設けること。 

（イ） 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色

相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別で

きるものとすること。 

（ウ） 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となる

ものを設けない構造とすること。 

（エ） 段がある部分の上下端に近接する通路の部分及

び段がある部分の上下端に近接する踊場（２５０セン

チメートル以下の直進のものを除く。）の部分には、

視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等

を敷設すること。 

（オ） 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、

回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困

難であるときは、この限りでない。 

（カ） けあげの寸法は１８センチメートル以下、踏面
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の寸法は２６センチメートル以上とすること。 

（キ） 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たっては、

手すりの幅は１０センチメートルを限度として、ない

ものとみなす。）は、１２０センチメートル以上とす

ること。 

（２） 屋内貫通通路、アトリウム、地下鉄連絡通路等の建

築物内部の公共的通路に係る構造は、次のものとする。 

ア 通路部分の幅は、２００センチメートル以上（都市計

画、許可等で別に定める幅がある場合には、当該幅以上）

とし、当該部分の天井の高さを２５０センチメートル以

上とすること。 

イ 通路面には段差を設けないこと。ただし、次に掲げる

要件に該当する傾斜路又は６の項若しくは７の項に定め

る基準を満たすエレベーターその他の昇降機を設けてい

る場合その他道路等の自然勾配が段に代わる傾斜路の勾

配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限り

でない。 

（ア） 手すりを設けること。 

（イ） その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の

差が大きいことによりその存在を容易に識別できるも

のとすること。 

（ウ） 傾斜がある部分の上端に近接する通路の部分及

び傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分には、

視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等

を敷設すること。ただし、勾配が２０分の１を超えな
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い傾斜がある部分の上端に近接するもの、高さが１６

センチメートルを超えない傾斜がある部分の上端に近

接するもの、又は直進で、長さが２５０センチメート

ル以下の踊場に設けるものについては、この限りでな

い。 

（エ） 幅は、段に代わるものにあっては１４０センチ

メートル以上、段に併設するものにあっては９０セン

チメートル以上とすること。 

（オ） 勾配は、１２分の１を超えないこと。 

（カ） 高さが７５センチメートルを超えるものにあっ

ては、高さ７５センチメートル以内ごとに踏幅が１５

０センチメートル以上の踊場を設けること。 

（キ） 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

（ク） 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停

止することができる平たんな部分を設けること。 

ウ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるこ

と。 

エ 道路又は建築物外の公共的通路等に視覚障害者誘導用

ブロックが敷設されている場合には、連続性を確保して

視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 

オ 階段を設ける場合には、次に掲げる構造の階段とする

こと。 

（ア） 踊場を含めて、両側に手すりを設けること。 

（イ） 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色

相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別で
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きるものとすること。 

（ウ） 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となる

ものを設けない構造とすること。 

（エ） 段がある部分の上下端に近接する通路の部分及

び段がある部分の上下端に近接する踊場（２５０セン

チメートル以下の直進のものを除く。）の部分には、

視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等

を敷設すること。 

（オ） 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、

回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困

難であるときは、この限りでない。 

（カ） けあげの寸法は１８センチメートル以下、踏面

の寸法は２６センチメートル以上とすること。 

（キ） 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たっては、

手すりの幅は１０センチメートルを限度として、ない

ものとみなす。）は、１２０センチメートル以上とす

ること。 

備考 遵守基準は、この表に定める事項に基づき、建築物（共同住宅

等）の用途及び規模を勘案し市長が別に定めるものによるものとす

る。 

別表第７（第４条） 

（平２１規則３６・全改、令４規則２１・一部改正） 

小規模建築物に関する遵守基準（特定都市施設） 

整備項目 遵守基準 

１ 出入 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者
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口 等が利用する出入口は、次に掲げるものでなければならない。

ただし、直接地上へ通ずる出入口、不特定かつ多数の者が利用

し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室（以下この

表において「利用居室」という。）の出入口並びに便所及び便

房（２の項に掲げるものに限る。）の出入口に限る。 

（１） 幅は、８０センチメートル以上とすること。 

（２） 通行の際に支障となる段差を設けないこと。ただし、

敷地の状況、施設の構造その他の事情により段差を設けない

ことができない場合において、当該建築物を管理する者の介

助等により、高齢者、障害者等が通行することが可能である

ときは、この限りでない。 

（３） 直接地上へ通ずる出入口と利用居室の出入口を結ぶ通

行可能な経路を確保すること。（上下階の移動に係る部分は、

この限りでない。） 

２ 便所 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者

等が利用する便所を設ける場合には、そのうち１以上に、車椅

子使用者が利用することができる次に掲げる構造の便房を１

以上設けること。 

（１） 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 

（２） 車椅子使用者が利用することができるような空間であ

ること。 

（３） 直接地上へ通ずる出入口と当該便房の出入口を結ぶ通

行可能な経路を確保すること。（上下階の移動に係る部分は、

この限りでない。） 

３ 敷地 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者
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内の通

路 

等が利用する敷地内の通路（道等から１の項に定める基準を満

たした直接地上へ通ずる出入口までのものに限る。）は、１以

上を次に掲げるものとしなければならない。 

（１） 幅は、１２０センチメートル以上とすること。 

（２） 通行の際に支障となる段差を設けないこと。ただし、

次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

ア 傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場

合 

イ 敷地の状況、施設の構造その他の事情により段差を設け

ないことができない場合において、当該建築物を管理する

者の介助等により、高齢者、障害者等が通行することが可

能であるとき 

別表第８（第４条） 

（令５規則５４・全改） 

道路に関する整備基準 

整備項目 整備基準 

１ 歩道 （１） 歩車道の分離 

ア 歩道と車道とは、原則として分離し、歩行者の安全を

確保すること。 

イ 歩車道を分離する方法として、セミフラット形式を原

則とすること。 

ウ 歩道に設ける縁石の車道に対する高さは、１５センチ

メートル以上とすること。 

（２） 歩道の有効幅員、勾配 

ア 歩道の有効幅員は、原則として２メートル以上とし、
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歩行者が安心して通行できる歩行空間を連続して確保す

ること。 

イ 歩道の縦断勾配は、５パーセント以下とする。ただし、

地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合

は、８パーセント以下とすることができる。 

ウ 歩道（車乗り入れ部を除く。）の横断勾配は、１パー

セント以下とする。ただし、道路の構造、気象の状況そ

の他の特別の状況によりやむを得ない場合又は地形の状

況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、２パ

ーセント以下とすることができる。 

（３） 歩道舗装 

歩道の舗装は、歩行者の安全性及び快適性を確保するた

め、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げと

すること。 

２ 歩道

と車道

との段

差 

（１） 単路部 

ア 歩行者の通行動線上における歩道と車道との段差は、

２センチメートルを標準とすること。 

イ すりつけ勾配は、５パーセント以下（ただし、沿道の

状況等によりやむを得ない場合には、８パーセント以下）

とし、勾配の方向は、歩行者の通行動線の方向と一致さ

せること。 

（２） 交差点部 

交差点部の横断歩道に向けての切下げは、自動車に対す

る歩行者の安全、路面の排水などを考慮の上、高齢者、障

害者等が円滑に通行できるような構造とすること。 
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（３） 細街路との交差部 

自動車交通量の少ない細街路などと交差する場合は、本

線の歩行者の安全性、利便性及び連続性を考慮し、歩道面

が連続して平たんとなるような構造とすること。ただし、

切り開き形式とする場合は、細街路の路面と歩道面とに段

差を設けること。 

３ 車乗

り入れ

部 

（１） 歩道における車乗り入れ部は、歩行者の安全性及び

快適性を考慮し、歩道面が連続して平たんとなるような構

造とすること。 

（２） 車乗り入れ部の縁石の段差は、５センチメートルを

標準とすること。 

（３） 車乗り入れ部のすりつけ勾配は、１５パーセント以

下（特殊縁石を用いる場合は、１０パーセント以下）とす

ること。 

４ 横断

歩道 

（１） 歩行者の安全を確保するため、必要に応じ横断歩道

を設けること。 

（２） 横断歩道には、道路標識又は信号機及び道路標示を

設けること。 

５ 視覚

障害者

誘導用

ブロッ

ク 

（１） 視覚障害者が多く利用する道路には、視覚障害者誘

導用ブロックを敷設すること。 

（２） 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色を原則とす

る。ただし、周辺の舗装の色彩との輝度比において対比効

果が発揮できない場合には、他の色を使用することができ

る。この場合においては、輝度比が確保できる措置を講ず

ること。 
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６ 立体

横断施

設 

立体横断施設は、高齢者、障害者等に対する安全性及び移

動性に配慮した構造とすること。 

７ ベン

チ等 

高齢者、障害者等が歩行中に休憩や交流ができるような施

設として、必要に応じ、ベンチ等を設けること。 

８ 案

内・標示 

（１） 道路の要所には、必要に応じ、公共施設、病院等の

案内標識を整備すること。 

（２） 標示は、大きめで、分かりやすい文字、記号等で表

記すること。 

９ 駐車

場（道路

附属物

として

の駐車

場） 

駐車場の整備に当たっては、高齢者、障害者等が円滑に利

用できるよう十分な配慮をするとともに、障害者のための駐

車スペースを１以上設けること。 

別表第９（第４条） 

（平２１規則３６・全改、平３１規則１９・令４規則２１・一

部改正） 

公園に関する整備基準 

整備項目 整備基準 

１ 出入

口 

外部の道路等と接する出入口は、次に定める構造とする。

ただし、地形上又は構造上、２の項に定める構造の園路に接

続しがたい出入口については、この限りでない。この場合、

整備基準に適合した出入口の位置を明示する案内板を設ける

こと。 
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（１） 幅は、１２０センチメートル以上とすること。ただ

し、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場

合は、９０センチメートル以上とすることができる。 

（２） 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差がない

こと。 

（３） 出入口から水平距離が１５０センチメートル以上の

水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別

の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

（４） 路面は、平たんで濡れても滑りにくい仕上げとする

こと。 

（５） 点状ブロック（警告用）、舗装材の変化等により道

路との境界を明示すること。また、直接車道と接する場合

には、２センチメートルを標準として段差を設けること。 

２ 園路 高齢者、障害者等が円滑に主要な施設を利用できる園路を、

次に定める構造により１経路以上設けること。この園路は１

の項で定める出入口及び９の項で定める駐車場に接続するも

のとする。また、敷地境界から当該出入口に至る経路も同様

とする。 

（１） 幅は、１８０センチメートル以上とすること。ただ

し、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場

合は、通路の末端の付近及び５０メートル以内ごとに、車

椅子が転回できる場所を確保した上で、幅１２０センチメ

ートル以上とすることができる。 

（２） 縦断勾配は、４パーセント（２５分の１）以下とす

ること。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりや
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むを得ない場合は、８パーセント（約１２分の１）以下と

することができる。 

（３） ３ないし４パーセント（約３０分の１ないし２５分

の１）の縦断勾配が５０メートル以上続く場合は、途中に

１５０センチメートル以上の水平部分を設けること。 

（４） 段差を設けないこと。 

（５） 縁石、街きょ等により段差を生じる場合は、５パー

セント（２０分の１）以下（構造上等やむを得ない場合は、

８パーセント（約１２分の１）以下）の勾配ですりつける

こと。やむを得ず段差を残す場合は、その段差は２センチ

メートル以下とすること。 

（６） やむを得ず段差を設ける場合は、４の項で定める構

造の傾斜路を併設すること。 

（７） 横断勾配は、１パーセント（１００分の１）以下と

すること。ただし、排水等により特別な理由がある場合の

み２パーセント（５０分の１）以下とすることができる。 

（８） 園路に付帯する観覧場所及び休憩場所には、車椅子

が安定して停止できる水平部分を適宜設けること。 

（９） 路面は、平たんで濡れても滑りにくい仕上げとする

こと。 

（１０） 視覚障害者誘導用ブロックを園路の要所に敷設す

ること。 

３ 階段 階段（その踊場を含む。）は、次に定める構造とする。 

（１） 回り段は用いないこと。ただし、地形の状況その他

の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 
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（２） 幅は、１２０センチメートル以上とすること。 

（３） 階段の始終点及び高さ３００センチメートル以内ご

とに長さ１５０センチメートル以上の水平部分（踊場）を

設けること。 

（４） 手すりを両側に連続して設けること。ただし、地形

の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、こ

の限りでない。 

（５） 手すりの端部付近に、階段の通ずる場所を示す点字

を貼りつけること。 

（６） 表面は、平たんで濡れても滑りにくい仕上げとする

こと。 

（７） 踏面は、視覚障害者等が識別しやすいものとし、か

つ、つまずきにくい構造とすること。 

（８） 両側に立ち上がりを設けること。ただし、側面が壁

面である場合は、この限りでない。 

（９） ２の項で定める園路に階段を設ける場合は、４の項

で定める構造の傾斜路を併設すること。ただし、エレベー

ター等の設置により、これに代えることができる。 

（１０） 階段の始終端部に近接する路面には、点状ブロッ

ク（警告用）を敷設すること。 

４ 傾斜

路 

傾斜路（階段若しくは段に代わり、又はこれに併設するも

のに限る。）は、次に定める構造とする。 

（１） 幅は、１２０センチメートル以上とすること。ただ

し、階段又は段に併設する場合は、９０センチメートル以

上とすることができる。 



府中市福祉のまちづくり条例施行規則 

139/198 

（２） 縦断勾配は、原則として５パーセント（２０分の１）

以下とすること。ただし、傾斜路の高さが７５センチメー

トル以下の場合は、８パーセント（約１２分の１）以下と

することができる。 

（３） 傾斜路の始終点及び高さ７５センチメートルごとに、

長さ１５０センチメートル以上の水平部分（踊場）を設け

ること。 

（４） 手すりを両側に連続して設けること。ただし、地形

の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、こ

の限りでない。 

（５） 両側に、立ち上がりを設けること。ただし、側面が

壁面である場合には、この限りでない。 

（６） 路面は、平たんで濡れても滑りにくい仕上げとする

こと。 

（７） 横断勾配は設けないこと。 

５ 転落

防止等 

高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、

視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落

を防止するための設備を設けること。 

６ 休憩

所 

不特定かつ多数の者が利用する休憩所を設ける場合、その

うち１以上は、次に定める構造とすること。 

（１） 出入口の幅は、１２０センチメートル以上とするこ

と。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを

得ない場合は、幅は、８０センチメートル以上とすること

ができる。 

（２） 高齢者、障害者等が利用する際に支障となる段差を
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設けないこと。 

（３） やむを得ず段差を設ける場合には、４の項で定める

構造の傾斜路を併設すること。 

（４） 休憩所は、車椅子使用者等の円滑な利用に適した広

さを確保すること。 

７ 野外

劇場・野

外音楽

堂 

不特定かつ多数の者が利用する野外劇場・野外音楽堂を設

ける場合は、次に定める構造とすること。 

（１） 出入口の幅は、１２０センチメートル以上とするこ

と。ただし、構造上やむを得ない場合は、幅は、８０セン

チメートル以上とすることができる。 

（２） 出入口及び通路に段差を設けないこと。 

（３） やむを得ず段差を設ける場合には、４の項で定める

構造の傾斜路を併設すること。 

（４） 車椅子使用者等が利用目的に沿って円滑に活動でき

る広さを確保すること。 

（５） 通路の幅は、１２０センチメートル以上とすること。

ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得な

い場合は、通路の末端付近などの広さを車椅子の転回に支

障がないものとした上で、幅８０センチメートル以上とす

ることができる。 

（６） 縦断勾配は、５パーセント（２０分の１）以下とす

ること。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりや

むを得ない場合は、８パーセント（約１２分の１）以下と

することができる。 

（７） 横断勾配は、１パーセント（１００分の１）以下と
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すること。ただし、地形の状況その他の特別な理由により

やむを得ない場合は、２パーセント（５０分の１）以下と

することができる。 

（８） 平たんで、濡れても滑りにくい仕上げとすること。 

（９） 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、

柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等

の転落を防止するための設備を設けること。 

（１０） 便所を設ける場合は、そのうち１以上は、１０の

項に規定する整備基準を準用すること。 

（１１） 計画収容者数が２００以下の場合は、計画収容者

数に５０分の１を乗じて得た数（１未満の端数が生じたと

きは、これを切り上げて得た数）以上とし、計画収容者数

が２００を超える場合は、計画収容者数に１００分の１を

乗じて得た数（１未満の端数が生じたときは、これを切り

上げて得た数）に２を加えた数以上を車椅子使用者用観覧

スペース等として設けること。 

（１２） 車椅子使用者用観覧スペース等は、次に定める構

造とする。 

ア 幅は９０センチメートル以上とし、奥行きは１２０セ

ンチメートル以上とすること。 

イ 段差を設けないこと。 

ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵そ

の他の車椅子使用者の転落を防止するための設備を設け

ること。 

エ 出入口から容易に到達でき、かつサイトライン（可視
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線）に配慮した位置に設けること。 

８ 公園

内建築

物・屋内

設備 

便所及び休憩所以外の公園内の建築物（管理事務所等）並

びに屋内設備は、別表第３に規定する整備基準及び別表第５

に規定する遵守基準を準用する。ただし、建築物内に便所を

計画する場合は、１０の項に規定する整備基準とすること。 

９ 駐車

場 

不特定かつ多数の者が利用する駐車場を設ける場合は、そ

のうち１以上に、当該駐車場の全駐車台数が２００以下の場

合は、駐車台数に５０分の１を乗じて得た数（１未満の端数

が生じたときは、これを切り上げて得た数）以上とし、全駐

車台数が２００を超える場合は、当該駐車台数に１００分の

１を乗じて得た数（１未満の端数が生じたときは、これを切

り上げて得た数）に２を加えた数以上を、車椅子使用者が円

滑に利用することができる駐車施設として、次に定める構造

により設置すること。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通

自動二輪車（いずれも側車付きのものを除く。）のための駐

車場については、この限りでない。 

（１） 幅は、３５０センチメートル以上とすること。 

（２） ２の項で定める構造の園路に接続しやすい位置に設

けること。 

（３） 障害者のための駐車スペースである旨を見やすい方

法により表示すること。 

１０ 便

所 

（１） 便所を設ける場合は、次に定める構造とすること。 

ア 出入口の幅は、８５センチメートル以上とすること。

ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得

ない場合は、８０センチメートル以上とすることができ
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る。 

イ 便所の出入口に至る通路に段差を設けないこと。やむ

を得ず段差を設ける場合は、次に定める傾斜路を設ける

こと。 

（ア） 幅は、９０センチメートル以上とすること。 

（イ） 勾配は、５パーセント（２０分の１）以下とす

ること。ただし、高低差が１６センチメートル以下の

場合は１２パーセント（約８分の１）以下、傾斜路の

高さが７５センチメートル以下の場合は８パーセント

（約１２分の１）以下とすることができる。 

ウ 表面は、濡れても滑りにくい仕上げとすること。 

エ 高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造

の水洗器具を設けた便房を１以上設けること。 

（２） 車椅子使用者用便房 

便所を設ける場合は、車椅子使用者用便房又は車椅子使

用者用便房を有する便所を１以上（男子用及び女子用の区

別があるときは、それぞれ１以上）設けることとし、次に

定める構造とすること。 

ア 戸は、車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造

とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

イ 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 

ウ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分

な空間が確保されていること。 

エ 一般用の便所に近接し、分かりやすく利用しやすい位

置に設けること。 
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オ 車椅子使用者用便房のある便所及び車椅子使用者用便

房には、当該車椅子使用者用便房の設備及び機能を表示

すること。 

（３） 一般便所（大便器） 

複数の便房がある場合、１以上（男子用及び女子用の区

別があるときは、それぞれ１以上）を次に定める構造とす

ること。 

ア 大便器は、１以上を腰掛け式とし、手すりを設けるこ

と。 

イ 便房の戸には、腰掛け式便器である旨を表示すること。 

（４） 一般便所（小便器） 

小便器を設ける場合には、そのうち１以上に、手すり及

び光感知式自動洗浄装置を備えた、受け口の高さが３５セ

ンチメートル以下の小便器を設けること。 

１１ 水

飲み・手

洗場 

水飲み・手洗場は、次に定める構造とする。 

（１） 飲み口は、上向きとすること。 

（２） 飲み口までの高さは、７０ないし８０センチメート

ルとし、下部に高さ６５センチメートル以上、奥行き４５

センチメートル以上のスペースを確保すること。 

（３） 車椅子が接近し方向転換できるように、使用方向に

１５０センチメートル以上かつ幅１５０センチメートル以

上の水平部分を設けること。 

１２ 案

内・標示 

高齢者、障害者等が円滑に利用できる施設の配置や経路を

表示した案内板や標識等を設置する場合は、そのうち１以上

は次に定める構造とし、高齢者、障害者等が円滑に利用でき
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る園路及び広場の出入口の付近に設けること。 

（１） 園内の要所に必要に応じて案内板、説明板及び標識

を設けること。 

（２） 標記内容が容易に読み取れるような文字の大きさ、

色調及び明度とし、分かりやすい位置に、車椅子使用者に

も見やすい高さに設けること。 

（３） 案内板には、車椅子での利用が可能な園路及び施設

を表示すること。 

（４） 案内板等は、通行の支障とならないよう通路に突出

しない位置に設置すること。ただし、やむを得ず突出する

場合は、案内板等の下端の位置が地上２５０センチメート

ル以上になるよう設置すること。 

（５） 平仮名、絵文字（ピクトグラム）、ローマ字等によ

る標示を併用すること。 

１３ ベ

ンチ 

ベンチは、高齢者、障害者等の休憩や観賞等にふさわしい

場所に利用しやすい構造のものを設置すること。 

１４ 野

外卓 

野外卓は、次に定める構造とする。 

（１） 車椅子使用者が使用できるように１５０センチメー

トル以上の水平部分を設けること。 

（２） 卓の下部に、高さ６５センチメートル以上、奥行き

４５センチメートル以上のスペースを設けること。 

１５ 排

水溝（ま

す） 

園路の動線上及び広場に設ける開きょの排水溝並びに集水

ますには、杖、車椅子のキャスター等が落ち込まない構造の

ふたを園路と段差が生じないように設けること。 

別表第１０（第４条） 
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（平２１規則３６・全改、令元規則１６・令４規則２１・令５

規則５４・一部改正） 

公共交通施設に関する整備基準 

１ 公共交通施設 

整備項目 整備基準 

１ 移動

等円滑

化経路 

（１） 公共交通施設（以下「駅舎等」という。）の出入口

から、通路、改札口等を経て車両等の乗降口に至る経路に

おいて、高齢者、障害者等の移動に際して障害（段差、狭

小な出入口等をいう。）となるものがなく、かつ安全に連

続して通行できる経路（以下この表において「移動円滑化

経路」という。）を１以上確保すること。 

（２） 公共用通路と車両等の乗降口との間の経路であって

主たる通行の用に供するものと当該公共用通路と当該車両

等の乗降口との間に係る移動円滑化経路が異なる場合は、

これらの経路の長さの差は、できる限り小さくしなければ

ならない。 

（３） 乗降場間の旅客の乗継ぎの用に供する経路（以下「乗

継ぎ経路」という。）のうち、移動等円滑化経路を、乗降

場ごとに１以上確保すること。 

（４） 主たる乗継ぎ経路と移動等円滑化経路となる乗継ぎ

経路が異なる場合は、これらの経路の長さの差は、できる

限り小さくしなければならない。 

（５） 線路、水路等を挟んだ各側に公共用通路に直接通ず

る出入口がある鉄道駅には、（１）の規定にかかわらず、

当該各側の出入口に通ずる移動等円滑化経路をそれぞれ１
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以上確保すること。ただし、鉄道駅の規模、出入口の設置

状況その他の状況及び当該鉄道駅の利用の状況を勘案し

て、高齢者、障害者等の利便を著しく阻害しないと地方運

輸局長が認める場合は、この限りでない。 

２ 出入

口 

（１） 駅舎等の出入口には、段差を設けないこと。段差が

ある場合は、７の項に定める構造の傾斜路を設けること。

地形上又は構造上困難な駅舎等の場合であっても、１以上

の出入口については段差を解消すること。 

（２） 床の表面は、平たんで濡れても滑りにくい仕上げと

すること。 

（３） 幅は、９０センチメートル以上とすること。ただし、

既設の駅舎等で構造上困難な場合は、８５センチメートル

以上とすること。 

３ 駐車

場 

駐車場を設ける場合の位置及び構造等については、別表第

３に規定する整備基準及び別表第５に規定する遵守基準を準

用する。 

４ コン

コー

ス・通

路・ホー

ル等 

（１） 移動等円滑化経路を構成する通路等においては、次

に定める構造とすること。 

ア 幅は、１４０センチメートル以上とすること。ただし、

既設の駅舎等で構造上困難な場合は、車椅子使用者が円

滑に通行できる構造とした上で、１２０センチメートル

以上とすることができる。 

イ 床面には、段差を設けないこと。段差がある場合は、

７の項に定める構造の傾斜路を設けること。 

ウ 壁面及び柱面の看板並びに設置物は、突き出さないよ
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うにすること。やむを得ず突き出る場合は、面をとるな

どの安全な措置をとること。 

エ 高齢者、障害者等に配慮し、十分な明るさを確保した

照明設備を設けること。 

（２） 床の表面は、平たんで濡れても滑りにくい仕上げと

すること。 

５ 出

札・案内

所等 

（１） 出札・案内所等のカウンターは、け込みを設けるな

ど車椅子使用者の利用に支障のない構造とすること。ただ

し、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応で

きる場合は、この限りでない。 

（２） 出札・案内所等のカウンターに至る経路には、視覚

障害者誘導用ブロックを敷設すること。 

（３） 案内所等（勤務する者を置かないものは除く。）に

は、筆談用具等を準備し、当該用具のある旨の表示をする

こと。 

６ 階段 （１） 主要な階段には、回り段を設けないこと。ただし、

構造上困難な場合は、この限りでない。 

（２） 幅は、１２０センチメートル以上とすること。 

（３） 高さが概ね３００センチメートル以内ごとに、踊場

を設けること。 

（４） 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す

点字を表記すること。 

（５） 表面は、平たんで濡れても滑りにくい仕上げとする

こと。 

（６） 踏面の端部の全体は、視覚障害者等が識別しやすい
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ものとし、かつ、つまずきにくい構造とすること。 

（７） 階段下等において、高さが十分確保できないような

空間等を設けないこと。やむを得ず空間が生じる場合は、

視覚障害者等に配慮した安全な措置を講ずること。 

（８） 階段の両側には、立ち上がりが設けられていること。

ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 

（９） 高齢者、障害者等に配慮し、十分な明るさを確保し

た照明設備を設けること。 

７ 傾斜

路 

（１） 移動等円滑化経路を構成する傾斜路においては、次

に定める構造とすること。ただし、既設の駅舎等で構造上

困難な場合は、この限りでない。 

ア 幅は、１２０センチメートル以上とすること。ただし、

段を併設する場合は、９０センチメートル以上とするこ

とができる。 

イ 勾配は、屋内にあっては１２分の１以下、屋外にあっ

ては２０分の１以下とすること。ただし、屋内、屋外と

も傾斜路の高さが１６センチメートル以下の場合は８分

の１以下、屋外において傾斜路の高さが７５センチメー

トル以下の場合は１２分の１以下とすることができる。 

ウ 高さ７５センチメートルを超える傾斜路にあっては、

高さ７５センチメートル以内ごとに長さ１５０センチメ

ートル以上の踊場を設けること。 

エ 傾斜路の折り返し部分には踊場を設け、他の通路と出

会う部分には、水平部分を設けること。 

（２） 傾斜路の両側は、３５センチメートル以上の立ち上
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がり（車椅子あたり）が設けられていること。ただし、側

面が壁面である場合は、この限りでない。 

（３） 床の表面は、濡れても滑りにくい仕上げとすること。 

（４） 傾斜路の勾配部分は、その接続する通路と容易に識

別できるものとすること。 

８ エレ

ベータ

ー 

移動等円滑化経路を構成するエレベーターは、改札口にで

きるだけ近い位置に、次に定める基準に適合するエレベータ

ーを設け、高齢者、障害者等の円滑な垂直移動を確保するこ

と。ただし、駅舎等に隣接する他の施設により移動円滑化さ

れた経路を利用できる場合又は地形上、管理上エレベーター

を設置することが著しく困難な場合は、この限りでない。 

（１） 籠及び昇降路の出入口の幅は、それぞれ８０センチ

メートル以上とすること。 

（２） 籠の容量は、１１人乗り以上とし、エレベーターの

台数、籠の内法幅及び内法奥行きは、旅客施設の高齢者、

障害者等の利用の状況を考慮して定めるものとすること。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

ア 既設の駅舎等で構造上困難な場合 

イ 籠内部で車椅子を転回することなく円滑に乗降できる

機種を採用する場合 

（３） 籠内及び乗降ロビーに設ける設備は、高齢者、障害

者等が支障なく利用できる構造とすること。 

（４） 乗降ロビーは、車椅子が転回できる構造とすること。 

（５） 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類

するものがはめ込まれていること又は籠外及び籠内に画像
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を表示する設備が設置されていることにより、籠外にいる

者と籠内にいる者が互いに視覚的に確認できる構造である

こと。 

９ エス

カレー

ター 

エスカレーターを設置する場合は、次に定める構造とする

こと。 

（１） 踏面及び床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。 

（２） 緊急時に操作しやすい非常停止装置を分かりやすい

位置に設置すること。 

（３） くし板は、できるだけ薄くし、ステップ部分と区別

できるよう、原則として黄色による縁取りを行うこと。 

（４） ８の項に定める構造のエレベーターの設置が困難な

駅に設けるエスカレーターは、車椅子対応型エスカレータ

ーとすること。ただし、既設の駅舎等で構造上困難な場合

は、この限りでない。 

（５） 踏み段の端部の全体が、その周囲の色と容易に識別

できるものとすること。 

（６） 進入可能なエスカレーターにおいて、当該エスカレ

ーターの行き先及び昇降方向を知らせる音声案内装置を設

けること。 

（７） エスカレーターの上端及び下端に近接する通路の床

面等において、当該エスカレーターへの進入の可否を表示

すること。ただし、上り専用又は下り専用でないエスカレ

ーターについては、この限りでない。 

１０ 便

所（一般

不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合は、次に

定める構造とすること。 
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用） （１） 便所への案内、誘導及び男女別表示等を分かりやす

く表示すること。 

（２） 床面には、高齢者、障害者等の通行の支障となる段

差を設けないこと。段差がある場合は、７の項に定める構

造の傾斜路を設けること。 

（３） 床の表面は、濡れても滑りにくい材料で仕上げるこ

と。 

（４） 大便器は、１以上（男子用及び女子用の区別がある

ときは、それぞれ１以上）を腰掛け式とすること。 

（５） 腰掛け式とした大便器及び小便器の１以上に、それ

ぞれ手すりを設けること。 

（６） 男子用小便器を設ける場合は、１以上を床置式又は

壁掛式（受け口の高さが３５センチメートル以下のものに

限る。）その他これらに類する小便器とすること。 

（７） 便所内に、高齢者、障害者等が円滑に利用すること

ができる構造の水洗器具を設けた便房を１以上設けるこ

と。ただし、車椅子使用者用便房に設置してある場合は、

この限りでない。 

（８） ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができ

る設備を設けた便房を１以上設けること。ただし、車椅子

使用者用便房に設置してある場合は、この限りでない。 

（９） ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる

設備を１以上設けること。ただし、車椅子使用者用便房に

設置してある場合は、この限りでない。 

（１０） （７）、（８）又は（９）の設備を設けた便房及
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び便所の出入口には、その旨の表示を行うこと。 

１１ 便

所（車椅

子使用

者用便

房） 

不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合は、車椅

子使用者用便房又は車椅子使用者用便房を有する便所を１以

上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ１以上）

設けることとし、当該便所は、１０の項に定めるほか次に定

める構造とすること。 

（１） 便所（一般用）に近接し、分かりやすく利用しやす

い位置に設けること。 

（２） 車椅子使用者用便房の出入口の幅は、８５センチメ

ートル以上とすること。 

（３） 出入口には、高齢者、障害者等の通行の支障となる

段差を設けないこと。 

（４） 出入口には、当該車椅子使用者用便房の設備及び機

能を表示すること。 

（５） 車椅子使用者が円滑に利用できる空間を確保するこ

と。 

（６） 腰掛け便座、手すり等を適切に配置すること。 

（７） 出入口の戸は、車椅子使用者が円滑に開閉して通過

できる構造とすること。 

１２ 旅

客待合

所 

旅客待合所を設ける場合は、次に定める構造及び設備にす

ること。 

（１） 分かりやすく利用しやすい位置に設けること。 

（２） 旅客待合所への主要な通路の幅は、１４０センチメ

ートル以上とすること。ただし、既設の駅舎等で構造上困

難な場合は、車椅子使用者が円滑に通行できる構造とした
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上で、１２０センチメートル以上とすることができる。 

（３） 床面には、段差を設けないこと。段差がある場合は、

７の項に定める構造の傾斜路を設けること。 

（４） 床の表面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること。 

（５） 壁面及び柱面の看板並びに設置物は、突き出さない

ようにすること。やむを得ず突き出る場合は、面を取るな

どの安全な措置をとること。 

（６） 高齢者、障害者等の利用しやすい構造のベンチを適

宜設けること。 

１３ 戸 案内所、旅客待合所その他不特定かつ多数の者が利用する

部分に戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とする

こと。 

（１） 幅は、８５センチメートル以上とすること。 

（２） 自動的に開閉する構造又は車椅子使用者が円滑に開

閉して通過できる構造とすること。 

（３） 床面には、高齢者、障害者等の通行の支障となる段

差を設けないこと。 

１４ 案

内板等 

（１） 駅舎等の出入口の付近その他の適切な場所には、移

動等円滑化のための主要な設備等の配置を表示した案内板

等の設備を設けること。ただし、移動等円滑化のための主

要な設備の配置を容易に視認できる場合は、この限りでな

い。 

（２） （１）の案内板等は、高齢者、障害者等に配慮して

明確で分かりやすい表示とすること。 

（３） 移動等円滑化のための主要な設備の付近には、これ
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らの設備があることを表示する標識を設けること。 

（４） （３）の標識は、日本産業規格Z８２１０に適合する

ものであること。 

（５） 車両等の運行（運航を含む。）に関する情報を文字

等により表示するための設備及び音声により提供するため

の設備を備えること。ただし、代替措置がある場合は、こ

の限りでない。 

１５ 視

覚障害

者誘導

案内用

設備 

旅客施設の配置を点字、音その他の方法により視覚障害者

に示すための設備を駅舎等の出入口の付近その他適切な場所

に設けること。ただし、駅舎等構内の施設の配置が単純な場

合は、この限りでない。 

１６ 視

覚障害

者誘導

用ブロ

ック 

（１） 通路その他これに類するもの（以下「通路等」とい

う。）であって、移動等円滑化経路を構成するものには、

視覚障害者誘導用ブロックを敷設し、又は音声その他の方

法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。ただし、

視覚障害者の誘導を行う者が常駐する２以上の設備がある

場合であって、当該２以上の設備間の誘導が適切に実施さ

れるときは、当該２以上の設備間の経路を構成する通路等

については、この限りでない。 

（２） 視覚障害者誘導用ブロックが敷設された通路等とエ

レベーター、触知案内図、便所の出入口及び乗車券販売所

との間の経路を構成する通路等には、それぞれ視覚障害者

誘導用ブロックを敷設すること。ただし、（１）ただし書

の経路については、この限りでない。 
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（３） 階段、傾斜路及びエスカレーターの始終端部に近接

する通路の床並びにエレベーターの乗降ロビーの操作盤、

触知案内図、便所の出入口及び乗車券販売所の前には、点

状ブロックを敷設すること。 

（４） 敷設に当たっては、目的地まで安全かつ確実に到達

できるよう配慮すること。 

（５） 色彩は、周辺の床材の色と輝度比において、対比効

果が発揮できるものとし、原則として黄色を用いること。

ただし、黄色で十分な対比効果が得られない場合は、他の

色を用いることができる。 

（６） 形状は、視覚障害者が認識しやすいものとすること。 

（７） 材質は、十分な強度を有し、滑りにくく、耐久性、

耐磨耗性に優れ、退色又は輝度の低下が少ない素材とする

こと。 

１７ 手

すり 

（１） 一般旅客が常時利用する傾斜路、階段等においては、

両側に連続して手すりを設けること。ただし、構造上困難

な場合は、この限りでない。 

（２） 便所、エレベーター等に設ける移乗等動作補助用手

すりは、高齢者、障害者等の円滑な利用に配慮したものと

すること。 

（３） 取付の高さは、１段手すりの場合は、床面から８０

センチメートル程度、２段手すりの場合は、下段が６５セ

ンチメートル程度、上段が８５センチメートル程度とする

こと。 

（４） 手すりの形状については、高齢者、障害者等が支障



府中市福祉のまちづくり条例施行規則 

157/198 

なく利用できるものとすること。 

（５） 材質は、その取付場所に配慮したものとすること。 

１８ 券

売機 

（１） 券売機は、そのうち１以上は、高齢者、障害者等の

円滑な利用に適した構造のものとすること。 

（２） 運賃等を点字で表示すること。ただし、機種により

表示が困難な場合は、１以上を視覚障害者が支障なく利用

できる機種とすること。 

１９ 休

憩設備

（ベン

チ等） 

（１） ベンチ等その他の高齢者、障害者等の休憩の用に供

する設備を１以上設けること。ただし、旅客の円滑な流動

に支障を及ぼすおそれのある場合は、この限りでない。 

（２） （１）の設備に優先席を設ける場合は、その付近に、

当該優先席における優先的に利用することができる者を表

示する標識を設けなければならない。 

２ 鉄軌道駅 

整備項目 整備基準 

１ 改札

口 

（１） 改札口通路のうち１以上は、幅９０センチメートル

以上とすること。 

（２） 出札口（券売機）から改札口に至る経路及び改札口

通路の１以上には、視覚障害者誘導用ブロックを連続して

敷設すること。 

（３） 自動改札機を設ける場合は、当該自動改札機への進

入の可否をわかりやすく表示すること。 

２ 乗降

場（プラ

ットホ

（１） 床面の水勾配は、１００分の１程度とし、濡れても

滑りにくい仕上げとすること。ただし、階段、エスカレー

ター等へのすりつけ部における水勾配は、この限りでない。 
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ーム） （２） 乗降場の縁端及び両端には、車両の停止する部分に

ホーム縁端警告ブロック又は点状ブロック（以下「ホーム

縁端警告ブロック等」という。）を連続して敷設すること。

ただし、ホームドア又はホームゲート等が設置されている

場合は、この限りでない。 

（３） 乗降場の線路側以外の端部には、転落防止のための

柵等を設けること。 

（４） 乗降場のホーム先端ノンスリップタイルは、濡れて

も滑りにくい仕上げとすること。 

（５） 鉄道車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲に

おいて、乗降場と車両とのすき間及び段差は、可能な限り

小さくすること。 

（６） 発着する全ての鉄道車両の旅客用乗降口の位置が一

定しており、鉄道車両を自動的に一定の位置に停止させる

ことができる乗降場においては、ホームドア又はホームゲ

ートを設けること。ただし、旅客の円滑な流動に支障を及

ぼすおそれがある場合にあっては、この限りでない。この

場合においては、ホーム縁端警告ブロック等その他の視覚

障害者の転落を防止するための設備を設けること。 

（７） （６）に掲げる乗降場以外の乗降場にあっては、ホ

ームドア、ホームゲート、ホーム縁端警告ブロック等その

他の転落防止するための設備を設けること。 

（８） 列車の接近を文字等により警告するための設備及び

音声により警告するための設備が設けられていること。た

だし、代替措置がある場合は、この限りでない。 
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（９） 高齢者、障害者等に配慮し、十分な明るさを確保し

た照明設備を設けること。 

（１０） 車椅子スペースに通ずる旅客用乗降口には、乗降

場に位置を表示すること。ただし、当該旅客用乗降口の位

置が一定していない場合は、この限りでない。 

３ バスターミナル 

整備項目 整備基準 

バスター

ミナル 

（１） 乗降場の床の表面は、濡れても滑りにくい仕上げと

すること。 

（２） 乗降場の縁端のうち、バス車両用の場所に接する部

分には、柵、点状ブロックその他の視覚障害者のバス車両

用場所への進入を防止するための設備を設けること。 

（３） 乗降場に接して停留するバス車両に車椅子使用者が

円滑に乗降できる構造のものであること。 

４ 旅客船ターミナル 

整備項目 整備基準 

旅客船タ

ーミナル 

（１） 船舶に乗降するためのタラップその他の設備（以下

この表において「乗降用設備」という。）を設置する場合

は、次に掲げる基準に定めるものとすること。ただし、構

造上困難な場合は、この限りでない。 

ア 車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のものであるこ

と。 

イ 幅は、９０センチメートル以上とすること。 

ウ 手すりを設けること。 

エ 床の表面は、濡れても滑りにくい仕上げとすること。 
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（２） 乗降用設備その他波浪による影響により旅客が転倒

するおそれがある場所については、視覚障害者誘導用ブロ

ックを敷設しないことができる。 

（３） 旅客が水面に転落するおそれのある場所には、柵、

点状ブロックその他転落防止するための設備を設けるこ

と。 

５ 航空旅客ターミナル 

整備項目 整備基準 

航空旅客

ターミナ

ル 

（１） 保安検査場を設ける場合は、次に定める構造とする

こと。ただし、ア及びイについては、構造上困難な場合は、

この限りでない。 

ア 門型の金属探知機を設置して検査を行う場合は、車椅

子使用者その他の門型の金属探知機による検査を受ける

ことのできない者に配慮した別通路を設けること。 

イ 通路の幅は、９０センチメートル以上とすること。 

ウ 筆談用具等を準備し、当該用具のある旨の表示をする

こと。 

（２） 旅客搭乗橋を設ける場合は、次に定める構造とする

こと。ただし、構造上困難な場合は、この限りでない。 

ア 通路の幅は、９０センチメートル以上とすること。 

イ 旅客搭乗橋縁端と航空機の乗降口の床面との間は、車

椅子使用者等の利用に支障のない構造とすること。 

ウ 勾配は、１２分の１以下とすること。 

エ 手すりを設けること。 

オ 床の表面は、濡れても滑りにくい仕上げとすること。 
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（３） 改札口を設ける場合は、通路のうち１以上は、幅９

０センチメートル以上とすること。ただし、既設の施設等

で構造上困難な場合は、８０センチメートル以上とするこ

とができる。 

別表第１１（第４条） 

（平２１規則３６・全改、令４規則２１・一部改正） 

路外駐車場に関する整備基準 

整備項目 整備基準 

１ 路外

駐車場

車椅子

使用者

用駐車

施設 

（１） 路外駐車場には、車椅子使用者が円滑に利用するこ

とができる駐車施設（以下「路外駐車場車椅子使用者用駐

車施設」という。）を１以上設けなければならない。ただ

し、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車（いずれも側

車付きのものを除く。）の駐車のための駐車場については、

この限りでない。 

（２） 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる

ものでなければならない。 

ア 幅は、３５０センチメートル以上とすること。 

イ 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、

路外駐車場車椅子使用者用駐車施設の表示をするととも

に、当該駐車施設への経路について誘導標示を行うこと。 

ウ ２の項（２）に定める経路の長さができるだけ短くな

る位置に設けること。 

２ 路外

駐車場

移動等

（１） 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設から道等までの

経路のうち１以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用でき

る経路（以下「路外駐車場移動等円滑化経路」という。）
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円滑化

経路 

にしなければならない。 

（２） 路外駐車場移動等円滑化経路は、次に掲げるもので

なければならない。 

ア 路外駐車場移動等円滑化経路上に段を設けないこと。

ただし、傾斜路を併設する場合は、この限りでない。 

イ 路外駐車場移動等円滑化経路を構成する出入口の幅

は、８５センチメートル以上とすること。 

ウ 路外駐車場移動等円滑化経路を構成する通路は、次に

掲げるものであること。 

（ア） 幅は、１２０センチメートル以上とすること。 

（イ） ５０メートル以内ごとに車椅子の転回に支障が

ない場所を設けること。 

エ 路外駐車場移動等円滑化経路を構成する傾斜路（段に

代わり、又はこれに併設するものに限る。）は、次に掲

げるものであること。 

（ア） 幅は、段に代わるものにあっては１２０センチ

メートル以上、段に併設するものにあっては９０セン

チメートル以上とすること。 

（イ） 勾配は、２０分の１を超えないこと。ただし、

高さが、１６センチメートル以下のものにあっては８

分の１を超えないこと。 

（ウ） 高さが、７５センチメートルを超えるものにあ

っては、高さ７５センチメートル以内ごとに踏幅が１

５０センチメートル以上の踊場を設けること。 

（エ） 手すりを設けること。 
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第１号様式（第６条） 

（平３１規則１９・全改） 

第２号様式（第６条） 

（平２１規則３６・令４規則２１・一部改正） 

第２号様式の２（第６条） 

（平１３規則３５・追加、平２１規則３６・一部改正） 

第２号様式の３（第６条） 

（平１３規則３５・追加、平２１規則３６・一部改正） 

第３号様式（第７条） 

（平２１規則３６・令４規則２１・一部改正） 

第４号様式（第７条） 

（令元規則１６・全改、令４規則２１・令５規則５４・一部改

正、令７規則８７・一部改正） 

第５号様式（第７条） 

（平２１規則３６・全改、平３１規則１９・令４規則２１・一

部改正、令７規則８７・一部改正） 

第５号様式の２（第７条） 

    （令７規則８７・追加） 

第６号様式（第７条） 

（平２１規則３６・全改、令４規則２１・一部改正） 

第７号様式（第７条） 

（平２１規則３６・全改、平３１規則１９・令４規則２１・一

部改正） 

第８号様式（第７条） 

（令元規則１６・全改、令４規則２１・令５規則５４・一部改
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正） 

第８号様式の２（第７条） 

（平２１規則３６・追加、令４規則２１・一部改正） 

第８号様式の３（第７条） 

（平２１規則３６・追加、令４規則２１・一部改正） 

第８号様式の４（第７条） 

（平２１規則３６・追加、令４規則２１・一部改正） 

第８号様式の５（第７条） 

（平２１規則３６・追加、令４規則２１・一部改正） 

第９号様式（第７条） 

（平２１規則３６・全改、令４規則２１・一部改正） 

第１０号様式（第７条） 

（平１３規則２６・平２１規則３６・令４規則２１・一部改正） 

第１１号様式（第９条） 

（平２１規則３６・令４規則２１・一部改正） 

第１２号様式（第９条） 

（平２１規則３６・一部改正） 

第１２号様式の２（第１０条） 

（平２１規則３６・追加、令４規則２１・一部改正） 

第１３号様式（第１１条） 

（平２１規則３６・一部改正） 

第１４号様式（第１１条） 

（平２１規則３６・全改） 

 


